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区 民 文 教 委 員 会 会 議 録 

 

１ 開会年月日   令和７年９月３０日（火） 

２ 開 会 場 所   議会第１会議室 

３ 出 席 者   委 員 長 本 目 さ よ    副委員長 弓 矢   潤 

  （８人）    委  員 鈴 木   昇    委  員 木 村 佐知子 

          委  員 望 月 元 美    委員(議長) 石 川 義 弘 

          委  員 石 塚   猛    委  員 青 柳 雅 之 

 

４ 欠 席 者    

  （０人） 

 

５ 委員外議員 

  （０人） 

 

６ 出席理事者   区  長                  服 部 征 夫 

          副 区 長                  野 村 武 治 

          副 区 長                  梶   靖 彦 

          教 育 長                  佐 藤 徳 久 

          総務課長                  福 田 健 一 

          施設課長                  五 條 俊 明 

          人権・多様性推進課長            落 合   亨 

          区民部長                  前 田 幹 生 

          区民課長                  櫻 井 洋 二 

          くらしの相談課長              小 林 元 子 

          税務課長                  段 塚 克 志 

          収納課長                  立 石 淑 子 

          戸籍住民サービス課長            村 上 訓 子 

          子育て・若者支援課長            河 野 友 和 

          （仮称）北上野二丁目福祉施設整備担当課長  海 野 和 也 

          子ども家庭支援センター長          田 畑 俊 典 

          区民部副参事（児童相談所準備担当） 

                       （子ども家庭支援センター長 兼務） 

          区民部副参事（谷中防災コミュニティセンター長） 

                               （区民課長 兼務） 
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          介護予防担当課長              田 中 裕 子 

          生活衛生課長                福 田 兼 一 

          環境課長                  勝 海 朋 子 

          教育委員会事務局次長            佐々木 洋 人 

          教育委員会事務局庶務課長          山 田 安 宏 

          教育委員会事務局教育施設担当課長      中 島 伸 也 

          教育委員会事務局学務課長          仲 田 賢太郎 

          教育委員会事務局児童保育課長        村 松 有 希 

          教育委員会事務局放課後対策担当課長     別 府 芳 隆 

          教育委員会事務局指導課長          宮 脇   隆 

          教育委員会事務局教育改革担当課長      増 嶋 広 曜 

          教育支援館長           （教育改革担当課長 兼務） 

          教育委員会事務局生涯学習推進担当部長    吉 本 由 紀 

          教育委員会事務局生涯学習課長        吉 江   司 

          教育委員会事務局スポーツ振興課長      榎 本   賢 

          中央図書館長                穴 澤 清 美 

 

７ 議会事務局   事務局長      鈴 木 慎 也 

          事務局次長     櫻 井 敬 子 

          議事調査係長    吉 田 裕 麻 

          書  記      藤 村 ちひろ 

          書  記      遠 藤 花 菜 

 

８ 案件 

 ◎審議調査事項 

  案件第１ 第７４号議案 東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤 

              師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例 

  案件第２ 陳情７－１２ 猛暑時に区民館の部屋を地域住民に開放することについての陳 

              情（新付託） 

  案件第３ 特定事件の継続調査について 

 ◎行政視察について 

 ◎理事者報告事項 

【区民部】 

  １．補正予算について         …………………………………資料１ 区民課長 

  ２．訴訟について           …………………資料２ 戸籍住民サービス課長 
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【教育委員会】 

  １．補正予算について         …………………………………資料３ 庶務課長 

  ２．令和７年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

                     ……………………………事前資料１ 庶務課長 

  ３．令和８年度区立幼稚園及び認定こども園（短時間保育）園児募集について 

                     …………………………………資料４ 学務課長 

  ４．令和７年度「台東区総合学力調査」及び「全国学力・学習状況調査」の結果について 

                     ……………………………事前資料２ 指導課長 

  ５．学びのキャンパス台東アクションプラン・台東区学校教育情報化推進計画について 

                     ………………………資料５ 教育改革担当課長 

  ６．台東リバーサイドスポーツセンター陸上競技場の整備について 

                     ………………………資料６ スポーツ振興課長 
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          午前 ９時５９分開会 

○委員長（本目さよ） ただいまから、区民文教委員会を開会いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 初めに、区長から挨拶があります。 

◎服部征夫 区長 おはようございます。よろしくお願いします。 

○委員長 お願いします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 本日は、卓上マイクのスイッチを必ず押してから、ご発言願います。 

 また、理事者発言席を設けましたので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、審議に入らせていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 初めに、審議順序の変更について、私から申し上げます。 

 区民部の２番、訴訟については、審議の都合上、順序を変更して最初に報告を聴取し、公開

しないことといたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 （省 略） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 ここで、傍聴についておはかりいたします。 

 本日提出される傍聴願については許可いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 それでは、案件表の順序に戻ります。 

 次に、案件第１、第74号議案、東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 本案について、理事者の説明を求めます。 

 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 それでは、第74号議案、東京都台東区立小中学校等の学校医、学校

歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いた

します。 

 本案は、令和７年６月13日に交付され、施行されました東京都の都立学校の学校医、学校歯

科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の例年の一部の改正に準じまして、本区の条

例も改正するものでございます。 
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 改正内容について、新旧対照表をご覧ください。第４条第３項及び第４項におきまして、補

償基礎額における扶養加算額について、都条例の改正に準じて改定をするものでございます。 

 また、第12条において、介護補償の限度額について、都条例の改正及び国の政令の改正に準

じ改定をするものでございます。 

 次に、附則でございます。施行日については公布の日からとし、経過措置としまして、第４

条第３項、第12条２項の２号及び４号の規定は令和７年４月１日以降、第12条第２項第１号及

び第３号の規定については令和７年８月１日以降に、それぞれ事由が発生したものについて適

用をいたします。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議の上、原案どおりご決定いただきますようお願い

を申し上げます。 

○委員長 それでは、本案についてご審議願います。 

 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 ありがとうございます。この条例改正は、定期的に金額の部分の変更とい

うのは今までもあったと思うんですが、今回はその対象者の拡大の項目が１項目増えているん

ですね。これについてちょっと確認をさせていただきたいと思いますが、ここに配偶者及び事

実婚ということですよね。この部分の変更というのはどういうことになるんでしょうか。 

○委員長 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 第４条３項におきまして、配偶者、現行で加算額が100円設定をさ

れていますが、改正によって、それが削除されるものでございます。これにつきましては、元

の考え方が人事院の給与勧告でございまして、令和６年８月に人事院のほうから発出をされま

した勧告内容で、国家公務員の配偶者に係る手当を廃止をすると。その代わりに、子に係る手

当を引き上げるというようなことで、配偶者の働き方に中立な制度に向かって対応したものと

いうふうに聞いております。それに基づきまして、本条例も改正をするものでございます。 

○委員長 青柳議員。 

◆青柳雅之 委員 まあまあ、状況は分かりましたが、配偶者の中に事実婚状態も入るという

ことで、あと、これ東京都のほうの改正に準じてということですが、東京都のほうはパートナ

ーシップの取扱い等もいろいろ進んでやっていらっしゃるんですが、この点に関しても、これ

含まれるということでよろしいんですか。同性、異性の部分ですね。 

○委員長 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 現行の条例では、配偶者の中に事実上婚姻関係にある事情の者を含

むというふうにしておりましたが、改正後はこの配偶者の規定そのものがなくなりますので…

… 

          （「なくなってしまうんですか」と呼ぶ者あり） 

◎仲田賢太郎 学務課長 はい。という内容の改正で、配偶者については中立的な働き方を進

めるというふうな内容でございます。 
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◆青柳雅之 委員 分かりました。承知いたしました。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 それでは、この条例改正の案については賛成いたします。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 この条例、公務災害についてなんですけれども、まず先ほど青柳委員からも

ありました、定期的に金額の改正のことありますけれども、今、台東区でこの条例を基にして

支給したような対象、この年度とか１年間ぐらいであるんですか。 

○委員長 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 今年度は適用の実績はございません。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 この数年間ね、多分適用はないんだと思っています。私、毎回それを確認さ

せていただいていますけれども、やはり学校に関わる人たちが安全に子供たちの医療的な環境

とかを見ていただくというのは大切なことだと思いますので、この条例には賛成いたします。 

○委員長 それでは、これより採決いたします。 

 本案については、原案どおり決定することにいたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、原案どおり決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、案件第２、陳情７－12、猛暑時に区民館の部屋を地域住民に開放することに

ついての陳情を議題といたします。 

 本件は、新たに付託されたものであります。 

 事務局次長に陳情の趣旨を報告させます。 

          （櫻井議会事務局次長報告） 

○委員長 それでは、本件についてご審議願います。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 少しお話を伺えればと思うんですけれども、このクーリングシェルター、涼

み処、台東区始めて数年たちましたけれども、区民館、台東区役所の１階も含めてですけれど

も、利用状況ってどういう状況なのか、分かれば教えてください。 

○委員長 環境課長。 

◎勝海朋子 環境課長 クーリングシェルターと涼み処の利用状況でございますが、今年度、

涼み処として登録している施設39施設ございます。多くの区民の方に利用をいただいておると

ころでございますが、環境課のほうでは、具体的な利用人数などは計測はしておらない状況に

ございます。 

○委員長 鈴木委員。 
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◆鈴木昇 委員 例えば区民館とかのロビーとかいうのもずっと、そこにいる職員が観察して

いるわけではないですけれど、この時間帯は混んでいるなとか、この時間帯はすいているなと

か、多分そういうのもぜひつかんでいただいて、これからの施策に生かしていただきたいなと

思うんですけれども、この陳情については、私、管理を住民の意向に沿って行うべきだという

ところに関しては、やはり今、住民の居場所づくりとしては一つ必要なことだというふうに思

っているんですね。会議室そのものは基本的に貸し館部分でありますので、じゃあ、全ての空

いている会議室を開放してしまえばいいかっていえば、そこは私、反対はします。 

 ただ、使われていない、予約の入っていない時間帯で比較的、涼み処やクーリングシェルタ

ーに近い会議室などで、１階の部屋などがこの時間帯は空いている。例えば午前中は空いてい

るというんであれば、その午前中、場所を開放して、住民の人たちが集える場所として使うべ

きだなというふうには思いますので、この陳情については賛成です。以上です。 

○委員長 ほか。 

 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 当会派は事前に話し合ったところでは、こちらの陳情については慎重に

なったほうがいいんじゃないかという意見が多数でした。 

 といいますのも、区民館の利用というのは、区民のいろいろなニーズに応えるということが

あると思いまして、空いているからといって、すぐにこれを涼み処にしますというのが必ずし

も適当なのかどうかというのは、もう少し考える必要があるんじゃないかと思います。なおか

つ、先ほど課長の答弁にもございましたけれども、既に涼み処が各区内の施設に設置されてい

て、そこで、涼しい、涼しく過ごしたい人の一定のニーズに応えている現状もあると思います。

それ以上必要かということについては、まだまだ検討が足りないと思いますし、また、区民館

が適当なのかというところも含めて、必ずしもそういうふうに言えるとは限らないと考えます

ので、当会派としては不採択でお願いしたいと思います。 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 ちょっとこの陳情で確認したいことがございます。特にここの地域住民に

情報交換の場とかリラックスできるところというところで、実際そもそもの区民館の利用で、

例えば町会などが借りる場合はどのような扱いなのか、教えてください。 

○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 現状でございますが、暑さ関係なく、町会活動ということであれば、

使用料を免除した上で利用できることとなってございます。 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 今、課長の答弁にありましたように、陳情者のほうは涼み処とはまたちょ

っと発想が違うところで、このような開放をしてほしいという流れの中で、今のお話を聞くと、

地域の住民の方たちが実際に区民館を借りる状況が現実あるということもございますので、我

が会派としては、この陳情に関しては不採択でお願いいたします。 
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○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 今年の猛暑、すごい勢いでしたよね。こうした猛暑の中で、住民の方から、

区民の方からこうして議会のほうに陳情が上げられるということは、これは丁寧に対応してい

きたいなというふうに基本的には思っています。クーリングシェルターとは若干違うという話

はここに書いてありますけれども、実際39施設、これは区民施設だけじゃなくて、薬局ですと

か民間のオフィス、あとは地域の信用金庫、こうしたいろいろな団体とか場所が、やはり今の

猛暑の状況を見て、自分たちのスペースをどうぞ、そういう場所に使ってくださいという形で、

これ広がりを見せている状況なんですね。その上で区民の方から、これもジャストアイデアと

いう部分の最初の部分だと思うんですが、やはり何とかしないといけないよねという思いだと

思うんですよ。ですので、私は、まずはその思いを酌み取って、何か理由をいろいろつけて簡

単に不採択にするのではなくて、こうした提言を少しでも区政に生かしていくような、そんな

委員会運営をしていきたいなというふうに思っていることをまず最初に申し上げておきます。 

 それで、ここに書いてあることは若干ざっくりした部分なので、この文字面だけ、非常に短

いですが、これを何か100％受け取れば、これはできないねというふうに発想しがちですが、

でも、逆に考えると、いろいろなヒントがあると思うんですね。この猛暑の期間中に、確かに

クーリングシェルターは設置されていますが、各ご家庭で、特に独居の方が家をきんきんに冷

やすと、きんきんには冷えないですが、エアコン、マックスにしてもなかなか冷えないですが、

そうやってお外に出ないで皆さん過ごしているよりかは、こうした公共施設等に集まっていた

だくというか、時間と能力がある方は集まっていただいて、そこで過ごすというのは、いわゆ

る温暖化対策の一環にも非常に有効かなというふうに思います。 

 また、これ区民課の案件になっていますが、教育のほうでも、例えば生涯学習という点では、

いろいろなところで生涯学習の講座とかをやっていますが、確かに真夏の一番暑いときに根岸

区民館とか学習センターとか清島の社会教育館とか、限られたところなんですね、講座をやっ

ているのは。そこにわざわざ行くというのはかなりのリスクがあると。外出しないでください

というぐらい何かすごい警報が出ているときに、そういうところに行くのはなかなか大変なん

ですが、ある意味、区内に11か所点在している区民館、区民館に準ずる施設、そこで真夏の時

期に何かしらの講座をやったりとか、こうした、ここに書いてあるような何か交流の時間帯を

つくっていくというのは、ある意味、有効な部分だと思うんですね。ですので、単に何か空い

ている区民館の施設をその日その日に応じて開放したらどうかというよりかは、逆に猛暑対策

という切り口で主体的に区民館を活用していくというのは非常に有効じゃないかと思っていま

す。ある意味、涼み処をもう少し充実さすというか、もう一歩踏み込んだ形で、これは環境ジ

ャンルもそうだし、区民館の部分もそうだし、あるいは生涯学習、いろいろな部分をミックス

していくと、これに近いような事業というのは、真夏、猛暑対策に関しては可能なんじゃない

かなというふうに思うんですね。ただ、答弁してもらっちゃおうかな、そんなような可能性っ

てできなくはないと思うんですが、区民館の活用の一環としてそんな可能性ってありますか。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 現状でも、例えば町会のほうで暑い日が続くので、情報交換の場とし

て町会活動として区民館で、みんなで集合しようということであれば、利用料免除の上で利用

できるというふうなことでございます。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 だから、これが町会、町会さんはすごい活発に動いていますから、あるい

は区民課レベルでいくと、どうしても町会ってなってしまいますが、そこ、また町会というと

非常に限られてしまうじゃないですか。町連とかそういうレベルでやるなら別ですけれど、そ

ういう可能性も含めて今後ぜひ検討していただきたいと思うんですよ。区民館の確かにロビー

とかいろいろなところがありますが、区民館によっては、クーリングシェルターの場所がそん

なに座れるところがなかったりとかいうところもあるので、ある意味、猛暑対策の一環として

区民館の活用を図っていくというのは可能性としてはあるのかなというふうに思っていますの

で、ご検討をお願いいたしたいと思います。 

 そろそろの陳情の取扱いなんですが、私ちょっとこの陳情文のままだとなかなか説明が足ら

ないかなと思うので、取扱いとしては、ぜひ委員長にちょっとはかっていただいて、陳情者の

方に、出し直しじゃないですが、もう少し詳しくご提案をいただければということで、出し直

し前提の継続、もしくは継続少数だった場合は趣旨採択の取扱いでお願いしたいと思います。 

○委員長 弓矢副委員長。 

◆弓矢潤 副委員長 会派としましては結論、不採択でお願いします。 

 その理由としまして考えていることは、今の課長の答弁にもありましたが、町会で使用した

いときには、町会で免除で借りることもできますし、それ以外にもいろいろ活用もありますの

で、もし涼みたい、今、涼みたい人は１階で涼めますし、聞くところで、今ので十分かなと。

逆に一つの部屋を涼みの場所にしてしまうと、いろいろ活用したいときに、そこの場所が使え

なくなるということも考えられますので、ただ、今、青柳委員おっしゃったように、いろいろ

な形で新しくしていくというような可能性はあるなというふうに感じましたが、今回に関しま

しては不採択でお願いしたいと思います。 

◆青柳雅之 委員 じゃあ、もう１回いいですか。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 やはり今年の暑さは本当に異常でしたよ。毎日のようにアラートが出て、

実際、私たちも外歩いたりとか結構、選挙の時期だったから、みんな頑張っていたと思います

が、本当に厳しい暑さでした。クーリングシェルターを広げていくという取組も、もちろんこ

れからも充実していっていただきたい。これは環境課のほうでやることだと思いますが、その

他の区有施設を持っているところもぜひ活用をやはり考えないといけない時期に来ている。来

年以降ももっともっと厳しい暑さになるかもしれないと思いますので、私はこういった区民の

皆さんからの率直なご提案、皆さん、街角でもいろいろ言われているんじゃないですかね。そ

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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ういうことも含めて、やはり猛暑対策、暑さ対策、これは区民課のレベルでもぜひご検討いた

だくのと、ちょっと賛同したような感じがあったんで、不採択にしないでさ、１回継続にみん

なでして、もう１回考えたらどうかなと思いますので、ぜひご検討お願いしたいと思います。

以上です。 

○委員長 よろしいでしょうか。 

          （「じゃあ関連で一つよろしいですか」と呼ぶ者あり） 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 いいですか。すみません、今、青柳委員と弓矢副委員長の発言聞いて思

ったんですけれども、先日、私立幼稚園のＰＴＡ連合会さんとの懇談会がありまして、皆さん、

いらっしゃったと思うんですけれど、そのときに私どもの班で出た意見で、確かに子供たちが

猛暑時に遊べる場所が少ないから、区民館とかはどうですかみたいなのが出たのは確かなんで

すよね。ちょっと今回、関連しないんで最初言わなかったですけれど。なので、そういった新

しい形での区民館活用というのには、私も賛成するところでありますけれども、ちょっとこの

ような陳情の趣旨だと、なかなかすぐにはいいとは言えないなというところで、結論としては

変わらないところです。以上です。 

○委員長 よろしいでしょうか。 

          （発言する者なし） 

○委員長 それでは、これより採決いたします。 

 本件については、継続審査を求める意見と採決を求める意見がありますので、まず、継続審

査の可否について、挙手により採決いたします。 

 それでは、本件を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

          （賛成者挙手） 

○委員長 挙手少数であります。よって、本件は、継続審査としないことに決定いたしました。 

 これより採決いたします。 

 本件については、趣旨採択を求める意見がありますので、まず、趣旨採択することについて、

挙手により採決いたします。 

 それでは、本件を趣旨採択することに賛成の方の挙手を求めます。 

          （賛成者挙手） 

○委員長 挙手少数であります。よって、本件は、趣旨採択しないことに決定いたしました。 

 それでは、次に、採択をすることに賛成の方の挙手を求めますが、挙手少数の場合、本件は

不採択となります。 

 これより採決いたします。 

 本件について、採択することに賛成の方の挙手を求めます。 

          （賛成者挙手） 

○委員長 挙手少数であります。よって、本件は、不採択することに決定いたしました。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、案件第３、特定事件の継続審査についてを議題といたします。 

 おはかりいたします。本委員会の特定事件については、議長に閉会中の継続審査の申出をい

たしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、本委員会の特定事件の継続調査については、そのように決

定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、本委員会の行政視察について申し上げます。 

 初めに、視察日程については、諸般の事情を勘案し、資料のとおり決定させていただきたい

と思います。 

 次に、視察都市及び視察テーマについては、資料のとおり正副委員長案を作成いたしました

が、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 それでは、そのように決定いたしました。 

 なお、お尋ねしたい事項と視察日程の詳細については、決まり次第ご連絡いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上で、案件の審議を終了いたしましたので、事務局次長に委員会報告書を朗読させます。 

 なお、年月日、委員長名、議長名及び陳情者の住所、氏名の朗読については省略いたします。 

          （櫻井議会事務局次長朗読） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、理事者から報告がありますので、ご聴取願います。 

 なお、同じ所管からの報告については一括して聴取いたします。また、補正予算については

報告を聴取するのみで、質疑は行いませんので、よろしくお願いいたします。 

 初めに、区民部の補正予算について、区民課長、報告願います。 

 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 それでは、令和７年度第４回補正予算のうち、区民部に係る概要につ

いてご説明いたします。 

 資料をご覧ください。歳出です。区民歳出予算は１億6,641万1,000円を増額し、補正後の総

額を87億3,503万円といたします。内訳については、国・都支出金返還金として子育て・若者

支援課は8,896万1,000円、子ども家庭支援センターは7,745万円を増額いたします。子育て・

若者支援課は、子ども・子育て支援交付金等の実績額が令和６年度交付額より低かったことに

よる返還金です。また、子ども家庭支援センターにおいても、ベビーシッター利用支援事業の

実績額が令和６年度交付額より低かったことによる返還でございます。 

 簡単でございますが、説明は以上でございます。 
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○委員長 ただいまの報告については、聴取のみとさせていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、教育委員会の補正予算について及び令和７年度教育に関する事務の管理及び

執行の状況の点検及び評価について、庶務課長、報告願います。 

 庶務課長。 

◎山田安宏 庶務課長 それでは、本定例会に提案している補正予算のうち、教育委員会に係

る予算についてご説明をいたします。 

 資料の３をご覧ください。初めに、歳入です。歳入予算を1,303万3,000円増額し、補正後の

額を70億9,057万8,000円といたします。課ごとの内訳につきましては、記載のとおりでござい

ます。 

 ２ページをご覧ください。課別の詳細でございます。児童保育課が保育関係補助金返還金で

消費税仕入れ税額控除による補助金返還金及び保育関係補助金として1,303万3,000円を計上い

たします。 

 ３ページをご覧ください。歳出でございます。歳出予算を３億468万1,000円増額し、補正後

の額を302億2,865万5,000円といたします。課ごとの内訳は記載のとおりでございます。 

 ４ページをご覧ください。課別の詳細でございます。主な補正要因といたしまして、まず、

教育総務費の国・都支出金返還金につきましては、庶務課が5,896万2,000円、児童保育課が２

億4,011万2,000円を、超過受入れに伴う返還金としてそれぞれ計上しております。 

 次に、物価高騰対応分として、庶務課の金曾木小学校大規模改修・増築、教育支援館の教育

支援館機能強化等改修、生涯学習課の生涯学習センター機能強化等改修、中央図書館の中央図

書館機能強化等改修がそれぞれ増額となっております。 

 ５ページをご覧ください。最後に、債務負担行為でございます。債務負担行為では、物価高

騰対応分として、令和８年度に庶務課が金曾木小学校大規模改修・増築で1,650万6,000円、一

番下の生涯学習課が生涯学習センター機能強化等改修で1,635万5,000円を計上しております。

また、真ん中２つ目と３つ目はバスの借り上げで、令和７年度から８年度にかけまして、学務

課が小学校・中学校・幼稚園スクールバスの運営、小学校・中学校の移動教室、オリエンテー

ションに１億3,710万4,000円、指導課が教員経験別研修会、環境関連施設体験学習、グローバ

ル教育の推進について2,488万5,000円をそれぞれ計上しております。 

 補正予算についてのご説明は以上でございます。 

 続きまして、令和７年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価についてご

説明をいたします。 

 事前資料の１をご覧ください。まず１の目的と２の根拠につきましては、資料に記載のとお

りでございます。 

 続きまして、３の点検及び評価の対象でございます。教育委員会では、これまで学びのキャ

ンパス台東アクションプラン、台東区生涯学習推進計画及び台東区スポーツ振興基本計画の３

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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つの計画につきまして、順に点検及び評価を行ってまいりました。今年度はスポーツ振興基本

計画に掲載されている事業のうち、計画上重点施策と定めた事業及び新規に掲載した事業の合

わせて29事業を対象に、点検と評価を行いました。 

 次に、４、点検及び評価の方法でございます。報告書では、各事業を客観的な基準で評価す

るために、基本目標ごとに教育施策総括シート、対象事業ごとに教育事業評価シートを作成、

活用いたしました。評価基準につきましては、資料に記載のとおり３段階で評価をしておりま

す。また、今回対象としている台東区スポーツ振興基本計画につきましては、計画目標を計画

の最終年度であります令和９年度末時点で設定をしておりますため、点検対象とする事業の実

施年度における進捗度での評価となっております。 

 資料２ページをご覧ください。５番の学識経験を有する者の知見の活用でございます。点検

及び評価の客観性を確保するため、教育とスポーツに関する学識経験を有する２名の方のご意

見、ご助言をいただきました。 

 続きまして、点検及び評価の結果でございます。資料の３ページから６ページに、本計画の

３つの基本目標について作成をいたしました教育施策総括シートを掲載しております。 

 その後ろの７ページをご覧ください。こちらには対象事業と評価の一覧を掲載しております。

評価対象とした全29事業のうち、Ａ事業が10事業、Ｂ評価が７事業、Ｃ評価が12事業となりま

した。Ｃ評価となった事業のうち、基本目標１の施策の３、取組２、親子水泳教室や基本目標

１の施策４、取組２のスポーツの祭典など、９事業につきましては、いずれも事業が一部実施

できなかったこと、目標数値を下回ったことなどから評価をＣとしております。また、基本目

標２の施策１、取組１の台東リバーサイドスポーツセンター陸上競技場の改修及び庭球場等周

辺環境の整備など、３事業につきましては、改修から改築へ方針を変更したことに伴いまして、

整備スケジュールが変更になったことから評価はＣとなっております。 

 資料の９ページをご覧ください。このページからは、学識経験者の方からいただいたご意見

でございます。 

 まず、白旗先生からいただいたご意見です。基本目標１、生涯スポーツ社会の実現について

は、全般の意見として、スポーツ基本法では、いつでも、どこでも、誰でも、いつまでもスポ

ーツと関わることができる豊かなスポーツライフの実現を目指しており、本目標の実現は重要

度が高いと評価できる。個別事業については、幼児の体力向上指導は、運動が好きになるか否

かは幼児期の運動的な遊びの影響が大きいことから、楽しく体を動く機会を増やしてほしい。

また、親子水泳教室については、母親のスポーツへの愛好度が子供のスポーツ機会の向上に寄

与すると言われることから、ふだんの生活の中で気軽に実施できる内容を検討できるとよいの

ではないかとのご意見をいただきました。 

 続いて、10ページをご覧ください。基本目標２、スポーツのできる環境の整備につきまして

は、全般の意見として、スポーツに限らず体を動かすためには、場所や用具などの環境整備が

不可欠であり、特に台東区のように運動する場所が限られる環境においては重点施策と考えら

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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れる。個別事業については、施策２の２つの事業である台東リバーサイドスポーツセンターと

区立スポーツ施設職員の教育について、さらに推進することが望まれる一方で、使い方として

は障害のある方、一般の方がバランスよく使えるように検討を進めてもらいたい。また、スポ

ーツひろばについては、充実した施設である学校の施設を使用できることは大変望ましい施策

であり、一層充実するためには自由に参加できる場の確保とともに、イベントとして参加しよ

うとする機会の設定も必要であるとのご意見をいただきました。 

 11ページをご覧ください。基本目標の３、スポーツにより支え合う社会の実現については、

する、見る、支える、知る、育てる、広げるといった様々な視点がある中、障害者スポーツの

推進に当たっては、見る機会も増やすことも重要であること。個別事業では、区立小・中学校

での障害者スポーツ教育について、特定の学校だけの取組で終わらないよう注意が必要といっ

たご意見をいただきました。 

 12ページをご覧ください。ここからは池谷先生からいただいたご意見でございます。基本目

標の１、生涯スポーツ社会の実現については、全般の意見として、コロナ禍を経て区民のライ

フスタイルが変化していること、評価シートでは事業参加者の属性は明らかにされていないが、

情報を収集、分析して、目標達成に向けた戦略的な事業を推進をしてほしいというご意見。ま

た、個別事業につきましては、オンラインを活用した事業において参加者数が少ないことから、

見直しが予定されているようだが、見直しに当たっては、参加人数のみならず、参加者の生活

環境や意見を踏まえて検討してほしいといったご意見をいただきました。 

 13ページをご覧ください。基本目標２、スポーツのできる環境の整備については、リバーサ

イドスポーツセンターの整備スケジュールの変更について、区民が新施設に期待を持って、利

用再開を待つことができるよう、進捗に関する情報開示と透明性の確保に努めてもらいたいと

いうこと。今後の見通しやスポーツ振興基本計画全体のへの影響についても、併せて説明され

る必要があるというご意見をいただきました。 

 続きまして、14ページをご覧ください。基本目標３、スポーツにより支え合う社会の実現に

ついては、障害者が安心してスポーツする機会の提供、交流を生み出す事業、学んだり、体験

したりする事業、パラアスリート支援事業など、多様な切り口の事業が展開されていることを

評価したい。また、障害者がスポーツをする人だけでなく、支える人にもなれることができる

よう、インクルーシブなスポーツの環境を醸成してほしいというご意見。個別事業については、

城北ブロック４区合同レクリエーション大会は、障害者にとって区を超えた仲間づくりの貴重

な機会として評価される。運営面を含めて、当事者の意見や思いが一層引き出されるような、

主体的な活動の場となることを期待したいといったご意見をいただきました。 

 お手数ですが、資料２ページにお戻りください。最後に、５、今後の予定でございます。本

委員会の終了後、区のホームページに報告書を掲載する予定でございます。教育委員会といた

しましては、このたびの結果や学識経験者のご意見などを踏まえ、引き続き取組の充実に努め

てまいります。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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 長くなりましたが、ご説明、以上でございます。 

○委員長 それでは、令和７年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価につ

いて、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 ありがとうございます。スポーツに関する評価ということで、興味深く

拝見いたしました。 

 私からは１点、台東区内に区民が使えるような体育館が十分にあるかという観点からお聞き

したいんですけれども、実際にそういったご意見をいただいたことがありまして、何か体育館

を使いたいなと思ったときに、例えばリバーサイドでしたっけ、今、体育館ありますよね、リ

バーサイドにあるのと、あとは各中学校とか小学校とかのその時々に応じて使えるというよう

な形だと思います。あとは小さいところだと区民館の上とか、あとは最近だと竜泉にもできた

んですかね。だからちょっと小規模なところだと、そういう施設があるということは把握して

います。なんですが、例えば学校施設の体育館などですと、やはり学校のサークル活動ですと

かＯＢさんとかが優先であったりですとか、その辺で多分、区民の公共施設の予約システムで

もオープンになっていないと思うんですよね。そういうことで、例えば地域のお子さんを持っ

ていない方の、お子さん持っている方、持っていない方も入っているサークルとか、そういう

ところが自由に使えるかっていったら、なかなかハードルが高いとか、そういったご要望もい

ただいています。それで、先ほど、どなたか有識者のご意見の中に、やはりスポーツをする場

所の確保というのが大事だよねというお話があったので、その辺りについての問題意識を伺い

たいんですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 お答えいたします。現在、スポーツ振興課のほうでは、スポー

ツひろば事業ということで、各小学校や中学校で種目を決めまして、一般開放という形でスポ

ーツができる環境を整えてございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 すみません、具体的にもうちょっと教えていただいていいですか。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 よろしいでしょうか。種目でいいますと、区のスポーツ協会さ

んのほうにお願いしまして、９種目の競技を各小学校や中学校で曜日や時間を決めて、まずや

ってございます。また、そのほかにスポーツ推進協議会さんのほうが運営する学校が２校ござ

いまして、そちらのほうでは、それ以外のスポーツで、ヨガですとかピラティスですとか、そ

ういったものを、ボッチャですとか、開放してスポーツ環境を整えてございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 ありがとうございます。ただ、そのプログラムの開放という形で、いろ

いろなスポーツに親しむ機会を提供してくださっているのかなということと理解しました。 

 それとは、ちょっと多分視点が違っていて、先ほどの区民館の話にも若干通じると思うんで
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すけれども、皆さんが区民主体で何かそういうスポーツのイベントをやりたいとか、普通に試

合、練習試合やりたいとかってなったとき、練習試合とか練習をやりたいってなったときに、

自由に使えるような、自由に予約して、ちょっとお金、少し払って使えるような施設をもうち

ょっと増やしてほしいというようなご要望が全体的にあるんじゃないかなと思っております。

その点について、台東区は大きな体育館というとリバーサイドだけになってしまうので、もう

少し柔軟に施設の活用などご検討いただけたらなと個人的には思うんですけれども、そういう

答弁は求めませんが、どのような認識で今、取り組んでいるか、もう一度教えていただいてい

いですか。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 大きな体育館でいいますと、委員お話ありましたとおり、リバ

ーサイドスポーツセンターございます。また、体育館でいいますとたなかスポーツプラザ、ま

た、柳北スポーツプラザがございまして、こちらのほうでも公共予約システムを通じて利用い

ただくわけなんですが、どうしても限りある場所と狭い地域ですので、スポーツ施設は限られ

てしまいますので、できましたら、そういった小学校とか中学校のこういった広場をご利用い

ただきまして、スポーツを楽しんでいただければなというふうに考えております。 

○委員長 庶務課長。 

◎山田安宏 庶務課長 今、木村委員からご指摘いただいた学校の体育館とか、そういったと

ころに関してなんですけれども、今のスポーツひろばとして区の事業的な形で場を設けるもの

と、あと、それ以外に実際に利用したいという方がお使いになられるところの部分で、実際、

今かなりお使いいただいている実態がございますので、新たにそこで何かをやりたいっていっ

た方がなかなか場所として確保できないという実態が確かにある。我々もそこは課題ではある

なというふうに認識はしています。今、その辺のところの使い方に関しましても、施設担当の

ほうと私どものほうでいろいろ今後どのように展開をしていくかということで検討を進めてお

るところでございまして、よりよい、使いやすい形に今後、変えていけたらいいなということ

で今いろいろ課題を含め、検討しておるところでございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 ぜひよろしくお願いいたします。以上です。 

○委員長 ほか。 

◆石川義弘 委員 いいか。 

○委員長 石川委員。 

◆石川義弘 委員 ちょっと一つ気になっているところがあります。これから中学生のクラブ

活動に関しては、地域移行という形で教える人を育てなければいけないということがすごくあ

ります。ここの池谷先生のところにも、やはり同じような書き方がされていると思います。こ

れ、どうにかしていかなければいけないんですけれど、何か考えていることあるんですか。 

○委員長 指導課長。 
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◎宮脇隆 指導課長 お答えいたします。今、令和５年度のところから在り方検討協議会とい

うものを、学識者の方も含めて検討しながら、部活動の地域移行、地域連携ということで、そ

ういったことを行いながら進めております。また、６年度から部活動指導員ということで指導

者、教員に代わって指導に当たっていただける方ということで、各校３名分の指導員の確保と

いうことで努めております。 

○委員長 石川委員。 

◆石川義弘 委員 考えているんですかというのは、どうやってそういう人たちを見つけて、

それをどうやって当てはめていくのかと。システムとして積んでいかないと、実はこれできな

いと思っているんですよ。簡単に指導者が見つかる、ぱっと見つかるとは思えないじゃないで

すか。その中では、ここでもやはり同じように出ていて、スポーツ初心者のスポーツを教える

人たちや何かを増やして、その中からぜひ引っ張っていこうということを書いてあるんですが、

その割には、実はリバーサイドの体育館でやっているスポーツの10種類か何かありますよね。

これの中に通常、中学校のクラブ活動でやっているものが３つぐらいしか入っていなくて、ほ

かの、例えば硬式テニス、アーチェリー、ゲートボール、ダンスエクササイズ、卓球、弓道、

水泳、バウンドテニス、ソフトテニス、バドミントン、これの中ではクラブ活動でやられてい

るものって、逆に言うと非常に少ないですよね。そういうところも含めて、もっとしっかり探

していくという操作をしないと、実はちゃんと当てはまってこないんじゃないかと思うんです。

この辺、どう思っていますか。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 その地域の資源ということで、そういった部活動として受け入れていた

だけるようなところというのが、どういったところがあるのかというのは、スポーツ振興課さ

んとも協力しながら、そういう団体について調査を行いながら、今進めているというところで

ございます。 

○委員長 石川委員。 

◆石川義弘 委員 これ、意外と難しい話なのかなって実は思っています。ここでも、大分、

池谷先生などもそういう書き方していますよね。私、教育委員会のほうで組織的にやっていか

ないと、実はこれちゃんとできないんじゃないか。これやらせるためには、やはりお互いに何

らかのバーターをするとか、どういう人たちにちゃんと教えてもらうのかとかいうのは、場合

によってはお金もかかることですし、そういうところを探していくというのも簡単なことでは

ないと思っているんですよ。そういう意味では、もう少ししっかり戦略的に考えてもらいたい。 

 これは特に皆さんもそう思われていると思うんですが、スポーツに関して実は非常に若年化

してきていると思っています。特に女性、女子の場合のスポーツ活動のトップの時間帯が、小

学校の早い子だと、ボードなどの場合だと小学校の高学年がもうオリンピックで優勝していっ

てしまう。それで、高校生の１、２年生がみんなオリンピックで優勝していってしまうという

ような状態になると、実は正直言うと、中学校でのクラブ活動ではいい芽があっても見っから
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ないと、もう遅いという形になりかねない。もう少しそういう意味では、低学年の人でも関わ

れる、あるいはそういう、これだけ毎年、何人も出ていますから、小学生関係のスポーツも含

めて中学校どうやっていくのかというところをもう少し、しっかり組織的に、段階的にスポー

ツ振興課も含めてしっかり考えていかないと駄目なんじゃないかという気がしています。 

 もう一つ言わせてもらいます。実は中学校のクラブがあります。特に団体チームなんですけ

れど、駒形中学が数年前に優勝しました。これは全国大会まで行っています。その前もずっと

実はクラブ活動、ほとんど台東区は優勝していません。といいより、都大会に出ていないです。

都大会出るためには、実は台東区と中央区と、この２校が２つの区で勝負をして、勝った方が

都大会に出ていくというのが、団体競技じゃ校数が少ないですからね、学校数が少なくなって

います。これ、きっと調べてもらえれば分かるんですが、ほぼ中央区が出ています。ほぼ中央

区が出ちゃって、台東区がほぼ出ていないです。最低でも４割、６割ぐらいで台東区が出てい

くんだったらいいんですが、ほぼ中央区が出ていっちゃっている現実というのがあると思いま

すので、この辺もちょっと調べていただいて、本当にそれでいいのかというのもちょっと気に

なっていますので、体力、基礎体力のことも含め、組織的にやはりもうちょっと考えてほしい

なというふうに思っていますので、これ答弁要らないですから、しっかり考えていただきたい

なと要望しておきます。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 じゃ、私はちょっといいほうからね。評価シートの一番最初の１－１－１

ですね、幼児の体力向上というのありますよね。これはＡ評価来ています。この事業としては、

それぞれの園とかこども園、保育園に指導者を派遣するということですが、それとプラスして

幼児運動教室ってやっているじゃないですか。それが入っていないよう気がしたんだよね、ど

っかに入っていたかな。この間、実際リバーサイドの地下でやっている幼児運動教室、何人か

の議員さんも含めて現場見たと思うんですが、非常に活発にやっていました。活発にというか、

もう楽しみながら、本当に体動かす、動かす。ただ、普通に公園とか家庭内で暴れているのと

は違って、スポーツ遊具とか指導者の方がついてバランス感覚だったり、いろいろなものをそ

こでやっているということで今、石川議長からもちょっとありましたが、本当に小さい頃から

の運動能力を向上させていく取組というのは、非常に重要かつ、ここは評価も高くされている

んだなというふうに思いますので、ぜひ充実をしていっていただきたいと思いますが、これ、

幼児運動教室は評価の対象に入っていないのか。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 お答えいたします。スポーツ振興基本計画に基づいた事業が今

回、評価の対象ということで、具体的に事業名としてはどちらも載っていないです。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 事業名としては入っていないけれど、この評価していただいた先生方には、

こういう取組はちゃんとご案内した上で評価していただいているのか。 
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○委員長 庶務課長。 

◎山田安宏 庶務課長 今回、点検評価をする対象事業ということで、最初に29事業というこ

とで、私からご説明させていただきました。この29事業を含めてスポーツ振興基本計画全体の

ものに関しては、両先生のところには提供させていただいて、全体のところをお目通しいただ

きながら、この各項目を中心に評価をいただいたというような形になっています。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 先生方は、幼児運動教室とか、ああいう現場も見られているということで

すよね、ペーパーだけ。 

○委員長 庶務課長。 

◎山田安宏 庶務課長 基本的には所管課のほうで作成したこの教育施策のシートと各事業の

評価シート、こちらを中心に見ていただいて、それをご覧いただきながら、ご質問等あったも

のに関しては受けて、お答えをして、その上でまとめていただいています。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 じゃあ、リバーサイドの体育館とかとも見たことないし、学校でやってい

る、いろいろな運動教室とか台東区の小学校の体育館の状況とか、校庭が狭いとか、そういう

のは実はご覧になっていないんですか。 

○委員長 庶務課長。 

◎山田安宏 庶務課長 今回お願いした２人の学識経験者の方それぞれ台東区のスポーツ、教

育っていったところに関わりを持っていただいている先生方でございます。ですので、青柳委

員のおっしゃっているこの事業、この事業って具体的なものに関してご覧になったかどうかと

いうところは私も把握できないんですけれども、ただ、実際に区の状況、施設の状況、区民の

意識の部分ですとか、そういったところに関しては基本的なところを押さえていただいている

というその前提でお願いをしているものでございます。 

◆青柳雅之 委員 分かりました…… 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 じゃ、その点は結構です。 

 今後も、幼児の部分は、石川議長からもお話がありました。若い頃からこうした運動に触れ

る機会をもういっぱいつくっていくという取組は非常に重要ですし、先生方も評価されている

ので、さらなる充実といいますか、やっていただきたいなと思います。スポーツ、幼児運動教

室の募集の枠がちょっと狭かったりとか、あと、するので、ぜひこの部分、頑張っていただき

たいなと思います。 

 それと次が池谷先生のご評価、ご指摘の中でちょっと気になっているのが、若年層に対する

取組についての指摘があるんですね。どこだったかな、20代、30代、具体的にご指摘されてい

ますよね。ページでいうと、いろいろ飛んじゃったかな、どっか１枚、あ、ここだ、12ページ

に池谷先生が、一般的に最も運動習慣のない者の割合が高いのは、男女ともに20代から30代の
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若年層である。ただ、その若年層を主たる対象とした事業は設定されていないと、こういうご

指摘があるんですよね。ですので、その後の部分にも年代、性別、国籍あるいは居住地域、こ

の辺の分析を含めて戦略的な事業の推進を期待したいというふうに書いてありますが、この点

については今後の展開として何か考えているところありますか。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 お答えいたします。特段と、20代、30代をターゲットというこ

とはしてはいないんですが、先ほどお話ありましたスポーツひろばでは、９つの種目で、学校

を使って一般にスポーツに参加できるように開放しています。また、リバーサイドセンターで

行っています初心者教室のほうで申し上げますと、10種目で年齢も高校生以上ですけれども、

参加できる機会を設けてございます。今後こういったリバーサイドスポーツセンターの初心者

教室ですとか、スポーツひろばで気軽にスポーツが参加できるといったことを広く周知をして

いきたいなというふうに考えてございます。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 これは、私ちょっと思っているのは、何も区の主催の事業とか区の区有施

設である事業だけがスポーツ機会の拡充じゃないと思っているんですね。最近では、台東区の

いろいろな街角にも民間のジムとかが結構できていたりとか、あとはそこを、結構ガラス張り

のところなどもあるんで、前通ると、やはり20代、30代ぐらいの方が多いのかな、あるいは週

末の午前中とかもすごい混んでいますよ。ですので、そういう意味でいくと、区が、あるいは

小学校とかで行うところに20代、30代の方を来てもらおうというよりかは、そういった民間の

施設も含めてスポーツする習慣をどうやってつくっていくかというほうに、ぜひターゲット、

属性によって考えていただきたいなというふうに思います。 

 先ほど申し上げた中に、池谷先生の何かに国籍というのもありますよね。今、台東区では大

体約１割の方が外国籍の方です。いろいろなスポーツイベント参加されている方を見ると、じ

ゃあ、その割合が、１割の方がそうかというと、なかなかそうでもない部分もあるので、こう

いった指摘はぜひとも前向きに捉えていただきたいなということは要望させていただきたいと

思います。 

 次に、場所の問題ですね。これ場所関係のところに関しては、評価がやはりＢとかＣで低い

です。これに関しては、台東区の今の現状を見れば致し方ない部分かなというふうに思います。

ただ、先ほど木村委員からもご指摘があったとおり、学校施設の開放とかいうのは、やはりコ

ミュニティ委員会が中心だったりとか、あるいは生活指導子ども会って団体が中心であったり、

そこで運営していますので、ある意味、利用率、相当高いんじゃないかと思いますよ。毎日の

ように、校庭も体育館も明かりがついています。ですので、それ以外のスペースをどうやって

確保するかというところにぜひ知恵を絞っていただきたいと思います。 

 石川議長からもありましたが、例えばスケートボード、こういう、あとはオリンピックの種

目になっていますが、バスケよりかはもっと狭いコートでできる３ｏｎ３、いわゆるストリー
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トスポーツって言われているスポーツですよね。じゃ、これが何でここまで出てきたかという

と、やはり都市型のスポーツって言われているんですよ。もともとはニューヨークの下町、ダ

ウンタウンで生まれた、こういったスポーツは、もともと運動するスペースがない中で、道で

すとか空き地ですとか、そういったところで始まったスポーツが今オリンピック種目にまでな

っているということを考えると、台東区のような特性を持った自治体にとっては、こういった

ストリートスポーツができる場所を、やはりいかにつくっていくかということは非常に重要な

戦略になるんじゃないかなというふうに思いますので、今の既存の施設をどうやって活用する

かという発想だけじゃなくて、もっと広い視点を持ってやっていただきたいと思います。これ

一般質問でもやりましたけれども、スケートボードバークについては、お隣の荒川区にもある

し、墨田区にもあるので、こうした整備はぜひ検討していただきたいと思います。非常に狭い

場所で活用できるという点では、こういったストリートスポーツの活用、ぜひ検討していただ

きたいと思います。 

 最後に、ラジオ体操なんですが、今回の点検の項目の中にもラジオ体操が幾つも幾つも出て

くるんですね。台東区は本当にラジオ体操が盛んな地域ですので、これは当然出てくる部分だ

と思うんですが、中身をいろいろ見ると、どうしても地区大会、11会場で地区大会をやりまし

たよと、これがスポーツの基本目標になり、あるいはこれが普及につながったということにな

っているんですが、私、台東区のラジオ体操の一番の特性って、通年の会場が非常に多いとい

うことで、年間を通じて、毎朝ラジオ体操やっている方たちの人口が非常に多いというところ

だと思うんですね。さらに、生涯スポーツ社会の実現というものを目指していくんであれば、

夏の時期の11か所でやる地区大会というのはあくまでも入り口、エントリーで、いかに通年の

会場で年間を通じてラジオ体操をする習慣をつけていくかというところにしっかりターゲット、

目向けなければいけないと思うんですが、この辺りの議論というのは当然同じ部分見ていると

思うんですが、いかがですか。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 委員ご指摘のとおり、７月の下旬から地区大会は11地区で、か

つ会場的には100会場でラジオ体操を行っています。そのうち、年中無休会場が18会場で行っ

ておりますが、そこのところ、そこの18会場と、そこが、運営がラジオ体操連盟と直接的に必

ずイコールでつながっているかというと、そうでもなかったりするのがございますので、その

18会場につきましては、各11地区の地区の代表者の方とも相談しながら今後対応を検討してい

きたいと思います。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 あと、これもなかなか言いづらいんですけれど、地区大会って準備も含め

ると朝すごい早いじゃないですか。それでスポーツ課の職員の方たちもいらっしゃっているの

に加えて、学校の先生、学校が会場のときは副校長さんとかが、どっかの会場の挨拶で私聞い

ちゃったんですが、前の晩から泊まり込んでいるとか、あとは某小学校で学校の先生たちがみ
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んな出てきて、前に並んで体操するんですね。その状況だけ見ると、副校長も頑張っているな、

学校の先生も頑張っているなと思うんですが、今いろいろな学校校務を簡素化しようと、先生

たちの負担をなくそうと言っているときに、早朝の５時台から先生たちを出勤、出勤というん

ですか、集めたりとか、あのやり方というのはちょっとなかなか通用しなくなっているんじゃ

ないかと思っています。ですので、私、地区大会、非常にいい習慣だと思いますが、やはり地

区大会ありきのラジオ体操の普及というのは、ちょっと１回立ち止まって考えなければいけな

い時期に来ているんじゃないかと思っています。 

 最近の傾向でいうと、町会のラジオ体操会に出て、その後、18地区ある通年の会場、夏休み

の間、子供たちが大体10人、多いところは来るようになりました。さらに、９月以降も週末だ

けでもやっている子供たちが結構いるんですね。そういうことを考えると、着実に毎朝の習慣、

体操の習慣というのは広まっているというか、コースとしてはできていると思うので、そこを

やはりもう少し力を入れて、生涯スポーツ社会の実現という大きな目標に向けては、もう一皮

むける形でラジオ体操を活用していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 18会場ありますね、・・・会場の場合ですと、地区大会と異な

りまして、受付が設けていなかったりとか、また、その来場者人数の把握というのがちょっと

なかなか難しいかなと思っています。ちょっとそこのラジオ体操連盟の各11地区ございますの

で、そこの地区にどういった今、要望が上がっているかとか、どういったところに課題がある

かとか、その辺はちょっと吸い上げながら相談していきたいと考えております。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 何というんですかね、今回の取組を見ると、私ここまで言うつもりはなか

ったんですが、こうやって生涯スポーツ社会の実現ということで、区がすごい主体でやってい

るかのような形で出ているじゃないですか。ただ、実際は地域の町会であったり、ラジオ体操

連盟の皆さんが中心になってやっているということなんですが、この位置づけとしては非常に

大きなウエートを置いているので、ぜひとも毎朝、職員の人に出てこいとは言いませんが、や

はりここの大きな柱の部分はぜひ知恵を絞っていただきたいなということをお願いしておきま

す。以上です。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 今、青柳委員からラジオ体操のお話あって、教職員が前にずらっと並んでい

るという会場があるというのはちょっとびっくりしました。それはもう近い、本当に学校に近

い職員が自分の意思で集まっているというんだったら、それはまだ理解はできますけれども、

きっと声かけられているんだろうな、地区大会だからというのがあったら、もう働き方改革的

にも、それはあっちゃいけないことじゃないかなって、ちょっと不安に思いました。 

 一つお伺いをしたいところなんですけれども、やはりスポーツができる場所は台東区には少

ない。それはもう共通の認識になっているので、これを増やせっていったら、上野公園をグラ
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ウンド化するのか、隅田川の上を鉄板で敷いて運動場にするのか、そんな議論になりかねない

んですけれども、やはり今あるところをいかに活用ができるかというのは一つの手段だとは思

うんですね。ただ、あと近隣区でもグラウンドがとか少し広めの公園、汐入などは、南千住周

辺などは公園的に使える広場があって、そこには別に予約もすることなく、走ったり、寝転が

ったり、軽いボール投げをしたりというのはやっている人たちがいるわけで、やはりそういう

近隣区も含めて活用できるところというのは、相互協力の中で区民の中にお知らせしていくべ

きだなというふうに思うんですけれども、そういう近隣区、隣接区などのこういうスペース、

このぐらいの広さがありますよ、こういうことができますよみたいなのは、区民へのお知らせ

というのは何かされているんですか。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 あくまでも台東区のほうで管理しているスポーツ施設しかやっ

てございません。ほかの区でこういったものがありますよということを区のほうで、ホームペ

ージで上げたりとか周知というのはしていません。ただ、区のほうで管理している、ほかのと

ころっていいますか、ほかの地区でいいますと、例えば荒川河川敷であったりですとか、また、

三郷にあります江戸川河川敷については、区のほうで管理しておりますので、そちらについて

は周知はしてございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 河川敷にあるグラウンド、運動場系って台東区からいくと自転車で小一時間

こいでいかないと着かないところだけでも、でも、土日は本当に区民の少年野球も含めて多く

の人たちが使ってもらっているので、別にそれをどうこうというわけじゃないですけれども、

運動しようって思いながらも、自分の生活拠点からの距離感というのはやはり考えると思うん

ですね。谷中地域でいえば、文京区の谷中、谷根千エリア隣接しているところだと、なかなか

やはりそのスペースがないので、初音の森が意外と広いフラットなスペースだということもあ

ったりして、文京区や荒川区の人なども初音の森で体を動かしている、遊んでいるというのが

あるので、やはり近隣区でも少し地図を、台東区のホームページの地図を少し広げた感じでの

隣接的な運動場というのは知れるといいなって。例えばリンクでもいいんですけれど、知れる

といいなと思いました。 

 もう一つお伺いしたいのが、区民が、先ほど今、私も言いましたけれども、自宅から、もし

くは会社からこのぐらいの範囲だったら自分の運動として活動できるよとか、幼稚園児ぐらい

の年齢層だったら、保護者と一緒にこのぐらいの距離感だったら参加できるなとかいう、そう

いう距離感的なアンケートとか調査とかいうのはされているんですか。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 スポーツ振興基本計画を策定する前に、スポーツの利用実態調

査などを行ってございます。そういった中で過去は、ちょっとごめんなさい、調査したかどう

かというのは把握しておりませんが、もし調査するとすると、今回調査そういった調査を通じ
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て把握をするということはできるかというふうに考えております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 これからこういう計画を見直すタイミングのときの一つの調査にしてほしい

のが、やはり自分の住むところが、生活圏内のところからどのぐらいだったらスポーツをしや

すい場所だというふうに思っている。だから、こういうのがあったらいいなとかいう話はやは

り聞くので、そういう視点もぜひ入れていただきたいなというふうには思います。 

 民間の事業の事業所とか民間のグループの人たちが、本当に自主的にやっている人たちなど

を見ると、銭湯の壁に貼ってあったのが、朝、早朝マラソンをして、グループでして、そんで、

その後みんなで銭湯に入るという、そういうのが銭湯に貼り紙がしてあって、あ、こういうス

ポーツのとか、その地域のつながりの方法があるのかと思ったのと、あと銭湯というのは一定

の広さがあるので、屋上スペースでヨガ、ピラティスをやって、お風呂に入ってリフレッシュ

しましょうみたいな、そういうのが、公衆浴場で企画があって、そういうコラボレーションも、

いわゆる運動だけを目的にする営利企業ではなくて、そういう地域のある素材と一緒にスポー

ツをしていくというのも大事だと思いますので、ぜひ広い視点でこういうのを計画していただ

いて、また評価の対象にしていただきたいなって思います。以上です。 

○委員長 弓矢副委員長。 

◆弓矢潤 副委員長 ２点お伺いします。 

 まず１点目は、こちらの報告書からなんですが、様々な今回の実施されているところ、ちょ

っと全部言っていたら切りがないんで、一つお伺いしたいんですけれど、15ページの１－４－

１、正しいラジオ体操の普及促進というところなんですが、こちら事業目標、参加人数100人

というふうになっておりますが、実際には243人にと倍以上来ているので、ああ、これ、すご

い数だなと思ったんですけれど、これは人数がもともと少なかったのが上がってきているもの

なのか、それからどういう経緯でこの人数が目標よりこういうふうにアップ、上回っていたの

かなど、ちょっと詳細を教えていただけますでしょうか。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 こちら100人というのは、スポーツ振興計画を策定しましたと

きに設定したもので、令和５、６、７、８、９のところでございます。この前に、策定する前

がちょっとコロナ禍だったということもあるんですけれども、令和４年度のときには78人とい

う参加人数でございました。その後、令和５年ですと253人、６年度はこちらに記載のとおり

243人ということで、今年度も６月に行ったんですけれど、264名の方が参加してございます。

なので、これ目標設定については、次の次期計画のときに考えていきたいなというふうに思っ

ております。 

○委員長 弓矢副委員長。 

◆弓矢潤 副委員長 承知しました。確かにコロナ期間明けだったので、様々な事業について

予測がちょっとしづらいというところがあったんだろうなというふうに感じました。なので、
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ということは、あれですかね、コロナの前の数値はやはりこのぐらいの240とか、そのぐらい

の数値だったんでしょうか。戻ってきている感じでしょうか、その辺り、お願いします。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 100名切っているときもございますが、直近ですと、かなり戻

ってきているという状況でございます。 

○委員長 弓矢副委員長。 

◆弓矢潤 副委員長 承知しました。 

 あと、このところでもう一つなんですが、こちらはラジオ体操の参加というよりも指導者を

育成するための講習会ということなんですけれど、実際これで参加、この講習に参加した後、

この方々というのはどのように取り組んでいかれますか。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 こちらのほうで夏期ラジオ体操会の前に、６月にこちらのほう

の指導者講習会といったものを行ってございます。ただ、こちらの参加者の方が必ずしも体操

連盟の方ではございませんが、先ほどの夏期ラジオ体操の地区大会以外の町会でも行っていま

す会場ですとか、そういうところで模範となるような形で、連盟さんと協力しながら正しいラ

ジオ体操の普及に努めていただいているといったところでございます。 

○委員長 弓矢副委員長。 

◆弓矢潤 副委員長 確かに私も地区のものとは別に、自分の町会なども参加するんですけれ

ど、そこにはすごくリーダーシップを発揮してくださるラジオ体操の方いらっしゃいますので、

そういう方が確かにどんどん増えていけば、その地域がラジオ体操すごく盛り上がっていきま

すし、子供たちも正しいやり方でラジオ体操ができるのかなと思いましたので、これ、よかっ

たなと思います。 

 もう１点、ちょっと全体に関わることなんですけれど、評価がＡ、Ｂ、Ｃってあっていまし

て、例えばＣであっても、その施設の改修工事によってできなかったとか、あと、そうですね、

そのようなことが幾つか見られます。先ほど今、課長の答弁もありましたが、これを策定した

のがコロナ明けだったということで、先が読めないから取りあえず目標設定はしても、その設

定したときと今でちょっと違っている部分もあるので、思ったよりも全然いかなかったとか逆

にこの数値じゃ少な過ぎたということもあるのかなというふうに感じました。こちらの学識経

験者による意見というところでも、ちょっとこちらに全般のところで書かれて、ちょっと９ペ

ージなんですけれど、全般で書かれていたと思うのがありまして、評価については実施した回

数、参加人数などの数量的な評価が中心となっていますが、その内容が充実しているのかとい

った質的な評価にも本来触れるべきであるというふうに書いてあります。 

 目標を設定するという意味では、やはり数字というのはすごく分かりやすいので、一義的に

はすごく有効だなとは思ったんですけれど、例えば私も思ったのがその評価、人数的にはクリ

ア、何かＡになったとするものがあったとして、でも、それについてアンケートを取ったとき
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に、あまり満足していなかったというものもあるかもしれない。逆に人数は全然少なく、下回

っていたから、Ｃ判定になっていたと。でも、参加者すごく充実していてよかったということ

もあると思いますので、それを一概にＡ評価、Ｃ評価にできるのかというところをすごく感じ

ましたので、すごく皆さんＡに実現、実現というか、この事業、成功するようにされているの

で、だからこそ、本当はＡのような評価で、もうＣになってしまっているのはすごくもったい

ないなと思ってしまったので、その辺り、すみません、ちょっと長くなってしまったんですけ

れど、何かこれから改善とか変えていくような予定ありますでしょうか。 

○委員長 庶務課長。 

◎山田安宏 庶務課長 今、副委員長からご指摘いただいたとおり、なかなか数値、基本的に

はやはり進捗度を図りやすいように数値目標を指標として設定できるものに関しては設定をし

て、それに対して実態がどうなっているかというところでの評価になってしまっているところ

はあります。ただ、学識経験者からのご意見にもありましたし、今、副委員長のご意見にもあ

りましたとおりで、実際に質的な部分というところ、満足度ですとか、そういったところに関

しても一定程度考慮していかなければいけないか。あと改修工事がぶつかってしまったという

ことによって、本来、例えば１か月やれるところが半月しかできなかったみたいな、そんなこ

とになった場合に、やはり実施回数みたいなものを、参加者数みたいなものが指標になってい

ますと届かない可能性高いですので、そういったときには、そういった外的な要因というのを

どのように見ていくか、そこに質的な部分と併せて評価を考えられればいいなといったところ

で、ちょっと今後に関してはどのように評価していけばいいか、大きく変えられるかどうか、

あるいはそこまでいかないんであれば、よりそういった要素のところに詳しい説明をして、区

民の方にも分かりやすく報告書のほうはまとめられればといったような、何かしらの方法を考

えたいなというふうに今思っているところでございます。 

○委員長 弓矢副委員長。 

◆弓矢潤 副委員長 ぜひお願いします。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 大変申し訳ありません。先ほど石川議長への答弁の修正をさせていただ

きます。 

 部活動指導員、令和６年度と私は言いましたが、７年度から各校３名分の増員ということが

ございます。今後、国、都の最新の動向を踏まえながら、台東区の子供たちの、中学生の部活

動、地域連携、地域移行について取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、令和８年度区立幼稚園及び認定こども園（短時間保育）園児募集について、

学務課長、報告願います。 
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 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 それでは、令和８年度区立幼稚園及び認定こども園（短時間保育）

の園児募集についてご説明をいたします。 

 資料は４をご覧ください。項番の１、募集概要でございます。 

 （１）募集案内・入園申込書の配布は10月の20日から行います。 

 （２）入園及び預かり保育の申込受付は、電子申請については10月31日から11月４日まで、

窓口では11月５日・６日の２日間で行います。あわせて、預かり保育の定期登録利用の申込み

も同時に受付をいたします。なお、近年は電子申請が七、八割を占めている状況でございます。

受付の場所や時間は記載のとおりでございます。 

 結果の公表は11月７日としまして、（４）定員を超える応募があった場合、抽せんとなりま

す。 

 その後、面接と健康診断を行いまして、（６）の内定通知は12月の中旬を予定しております。 

 詳細につきましては、資料２ページに流れをおつけしております。 

 また、資料の米印に記載のとおり、既に預かり保育を実施していた５園につきましては、新

しい学級編制基準を適用してまいります。 

 項番の２、募集見込み数でございます。資料の表は、持ち上がりを勘案しました募集見込み

数でございます。令和８年度募集見込み数につきましては、幼稚園が541名、こども園が125名

の計666名となっております。このうち、既に兄弟が在園する場合は優先して入園予定者とい

たします。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ 

 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 ご説明ありがとうございます。幼稚園の預かり保育、あと、お弁当給食

が始まっていると思うんですけれども、これについて、この園児募集への効果がどれぐらいあ

ったのか、どのように分析していらっしゃるか、教えてください。 

○委員長 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 区立幼稚園の入園者数ですが、長期的に減少傾向にございました。

ただ、当初申請の数が令和５年度で底を打ちまして、増に転じております。これは委員おっし

ゃった弁当給食の週５日開始、あと預かり保育での全園での実施が効果を現しているものとい

うふうに認識しております。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 ありがとうございました。効果が出ているようで、保育の環境について

は、保育園も大変入園率が高くなっていますけれども、いろいろな選択肢があることが重要か

なと思っていますので、それらの工夫については大変評価しております。 

 それとあわせまして、入園の際の案内とかなんですけれども、よく保活とかっていって、６
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階の児童課とか行って、保育園のどこがありますかとか説明を受けたり、皆さんなさると思う

んですが、そのときになかなか、私が保育園に入れた頃の話ですけれど、幼稚園があるという

選択肢がそのときはなかったというか、知らなかったというのが正直なところで、今はそうい

った預かり保育とか拡大したということで、幼保関係なくご案内というのはされたりしている

んでしょうか。 

○委員長 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 現状ですね、幼稚園と保育園、入園の申込みの手続の場所が異なっ

ておりまして、どちらかに行った際にご希望があれば、当然別のほうのご案内もするというよ

うなことになっておりますけれども、システマチックに両方ご案内するというような形には現

状なっていないところでございます。ただ、幼稚園側でも預かり保育で比較的長時間のサービ

スが受けられるようになって、また、お弁当給食でお弁当を作ってきていただく必要もなくな

っていますので、そういった利点も踏まえて、関係課とどう連携するべきか、ちょっと検討さ

せていただきたいと思います。 

◆木村佐知子 委員 子育てアシストとかで案内していたりしないんですかね。答えはないか。 

○委員長 子育て・若者支援課長。 

◎河野友和 子育て・若者支援課長 相談者さんからの入園ですとか預かりとかの相談を受け

るときに、まず、この方の状況に応じてそれぞれご案内しているので、ご案内しているケース

もあるし、そうじゃないケースもあるということで認識しております。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 ありがとうございます。もちろんその方のニーズに合わせて、例えばフ

ルタイムで本当に働きたいという方は、なかなか最初から幼稚園は視野に入っていないとかあ

ると思いますので、その点は個別にご対応いただいていること、よろしいかと思います。 

 とはいっても、やはり「ちいさな芽」とかもあるので、幼保は連携されていますし、人材交

流なども行っているし、同じようなプログラムですよということを強調されていたと承知して

いるんですけれども、そうはいっても、やはり幼稚園のほうが何となくいろいろ教育面がいい

んじゃないかとか、何かいろいろなイメージをおありの方もいらっしゃると思うし、あとはご

自身の、親御さんの、保護者の方の育ってきた環境とか、そういったものにも影響されたりと

すると思うんですけれど、幼稚園がやはりいいんだけれど、保育園じゃないと駄目なのかしら

とか、そういった要望とか現場の声というのは何か把握されていたりするんでしょうか。 

○委員長 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 次世代育成のニーズ調査におきまして、幼稚園、平日に何をご利用

されたいかというようなアンケートを取っていまして、そのお答えとして幼稚園をご希望され

るというような回答されて、複数回答ですが、そういった回答をされた方が約半数いらっしゃ

いますが、実際の入園率としては３割ぐらいだったと思います。それ選ばなかった方、幼稚園

を選ばなかった方が、どういうことが課題で選ばなかったかというところのお答えが預かり時
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間が短かったことと、あと給食が弁当を持っていかなければいけなかったと、その２つの大き

な課題があったということが分かったため、昨年度、区立幼稚園の今後の考え方を整理いたし

まして、その２つを取り組むことにしたというような流れでございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 実際にそのような幼稚園のニーズもあるということを改めて承知いたし

ました。実際、施設面とか考えると幼稚園は小学校と併設になっていて、施設の例えば体育館

だとかグラウンドだとかが共用できたりですとか、あとは大体、小学校というのは公園にも併

設されているから、すぐ近くで遊べる公園があったりだとかで施設面としては、今いろいろな

一般質問とかでも取り上げられているように、園庭がない保育園なども多い中で、幼稚園とい

うのはすごく恵まれているなって私自身思っています。なので、有効活用を引き続き、今、工

夫されていただいているところの最中だと思いますけれども、検討していただけたらと思いま

す。以上です。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 やはり区立幼稚園は、私ずっと主張の中で言っていますけれども、大切な存

在であるので、いろいろな工夫はしていただきたいなとは思います。預かり保育やり始めたり、

お弁当給食やり始めたりというので、保護者の反応とか園児たちの反応というのはどんな感じ

ですか。 

○委員長 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 まだきちんとしたアンケートの形では集計できていないんですが、

各園を伺っておりますと、幼稚園のまずお弁当に関してはおいしいと、特にご飯がおいしいと

いうのが評判でして、あと預かり保育についても実際、利用の登録されている方が８割近くい

らっしゃいますので、導入した効果があったのかなというふうに考えております。ただ、全園

実施の初年度ということもございますので、今後アンケートを取りまして、どういった課題が

あるかですとか、より使いやすくするためにはどうしたいいのかということは検証してまいり

たいと思います。 

○副委員長（弓矢潤） 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 お弁当のことでいえば、本当にお弁当始まったときの園児が今２年生とかに

なってんのかな、その子供たちとかにも聞くと、親の作った、保護者の作ったお弁当はそれは

それでやはりいつもの味だし、曜日で出てくるお弁当もふだん食べたことないような食材も入

っているお弁当というので、子供たちは子供たちなりにお弁当を楽しんでいるんだろうという

ふうに思っているので、今の現状のところでは少しずつ評価をしていけばいいのかなって思い

ます。 

 ただ、もう一つ、預かり保育についてでいえば、保育園に入れなければいけないかなと思っ

ていたけれども、やはり教育を受けさせたいから、幼稚園に通わせたいんだという方などはや

はり延長があることで、フルタイムはなかなか仕事としては難しいかもしれないけれども、パ
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ートタイムの時間が延びたとか、あとは祖父母にも手伝ってもらって、延長保育も活用して夕

方遅くまで見てもらえることで、安心して預けられるという言葉としては私聞いているので、

おおむね評価がいいのかなというふうに思っています。ただ、預かり保育の申込みをするタイ

ミングとかがうまく合わないで、預かり保育に預けたかったんだけれども、その申込みのタイ

ミングが悪くて、預かり保育に移行できなかったという声もあるんですけれども、その辺、何

か預かり保育をやっていて、実務運営上っつうかな、運用上っつうのかな、区民、利用者から

の意見とか、何かそういうのはありましたか。 

○副委員長 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 預かりの申込みのタイミングですが、現在ウェブ上で毎月お申込み

をいただくような形が定期登録になってございます。ちょっと委員おっしゃっているそのタイ

ミングというのがどの局面かにもよりますが、確かに決められた期間に申し込むのをちょっと

忘れてしまったりとか、予定が決まらなかったりというようなことで、思ったとおりの預かり

ができないというケースに関するご意見は頂戴しております。預かりも、登録が必要な最優先

でできる定期登録というのもあるんですが、そうではない一時利用というものもありますので、

当初の申込みで希望のところが取れなかった場合は、一時利用のほうでお取りいただくように

というような案内をしているところでございます。 

○副委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 本当にいろいろなタイミングがあって、申込み忘れたという人も入れば、こ

の予定で組んでいたんだけれど、その締切日というのかな、そこで間に合わなかったとかいう

のもあったりするんですけれども、使いやすさを工夫していただいて、やはり最大限、子供た

ちにどういういいものが提供できるのかという視点もきちんと持っていただきたいなと思いま

す。あと、やはり預かりを終わった子供たちは、疲労度は短時間よりも多いんじゃないかなと

いうふうに懸念するところでもありますので、そこの部分のフォローもできるような体制づく

りというのは必要なのかなというふうには思ってはいます。 

 それともう一つ、台桜幼稚園さんの園児募集のことですけれども、どこどこの幼稚園だけ特

別に体制、強く強化しろというのは、委員会の中ではそういう要望をしながらも実態的にその

地域での募集を、今までとは違う、こういう工夫をしましたよとか、しますよみたいなのは何

かあるんですか。 

○副委員長 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 対応につきましては、今年度、非常に広報に力を入れているという

こともありまして、区のほうでも連携をして、その取組を支援しているという状況でございま

す。これから入園をされる方にアプローチをするのは、未就園児の会というイベントがござい

ます。定期的に実施しているものですが、対応に関していいますと、例えば９月は６回もそれ

をやってみたりとか、そういったことをしていまして、区のほうでも今年度ですね、ホームペ

ージに、未就園児の会のためのホームページを新たに掲載をしたというようなことがございま
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す。どうしても実物の広報物と、あとＳＮＳを連携させていくということが重要かと思います

ので、そういった点に気をつけながら、引き続き園の取組を連携しながら、支援していきたい

というふうに考えております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 対応だけでなくて、やはり子供たちも選択ができるような方法だというのは

大切だと思いますので、ぜひ広く広報活動をして、多くの人たちが区立の幼稚園とか保育園と

か、活用できるようにしていただきたいなと要望しておきます。以上です。 

○委員長 よろしいでしょうか。 

          （発言する者なし） 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、令和７年度「台東区総合学力調査」及び「全国学力・学習状況調査」の結果

について、指導課長、報告願います。 

 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 それでは、令和７年度「台東区総合学力調査」及び「全国学力・学習状

況調査」の結果につきましてご報告申し上げます。 

 事前資料２をご覧ください。項番１、調査の趣旨についてでございます。区立小・中学校の

児童・生徒の学力及び学習等についての意識を調査し、その分析結果を各校における授業改善

等に生かすため、台東区総合学力調査を実施するものでございます。 

 項番２、対象の学年につきましては、１単位時間のテスト形式に慣れる発達段階を踏まえ、

小学校第４学年以上を調査対象としております。 

 項番３、実施日は、資料に記載のとおりです。 

 項番４、調査内容についてご説明いたします。下線を引いている教科をご覧ください。今年

度は小学校第６学年の国語、算数、理科、中学校第３学年の国語、数学、理科の調査及び意識

調査につきましては、全国学力・学習状況調査において実施しております。そのため、国によ

る調査の対象外となっている教科等及び学年を対象として台東区総合学力調査を実施しており

ます。 

 項番５、調査結果についてご説明いたします。左から区の平均正答率、全国の平均正答率、

そして区と全国の平均正答率の差となっており、黒三角は下回っていることを表しております。

同一集団を基本とした経年比較ができるよう、前年度の結果を右側に掲載しております。 

 なお、（３）小学校第６学年、（６）中学校第３学年の網がけ部分の数値につきましては、

全国学力・学習状況調査の結果を比較したものでございます。小学校につきましては、第５学

年の理科を除く学年教科において全国平均を上回る結果となりました。中学校につきましては、

第１学年の国語、数学、英語、第２学年の数学、英語、第３学年の英語において、全国平均を

上回る結果となりましたが、その他については全国平均を下回る結果となっております。 
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 なお、中学校３年の理科については、全国学力調査でＣＢＴコンピューターを用いた試験方

式実施のため、ＰＢＴ、紙を用いた試験方式の正答率とは異なるＩＲＴスコアという数値によ

る結果となっております。ＩＲＴスコアとはアイテム・レスポンス・セオリー、項目反応理論

に基づいたスコアのことで、問題の難易度等と受験者の回答パターンから能力を推定した数値

のことです。本理論では、難易度の高い問題に正答すると、より高いスコアとなり、つまり、

同じ正答率でも解いた問題の質によってスコアが変動することになります。ＩＲＴスコアの基

準値は全国平均が500と設定されており、450から550の範囲が全国平均レベルとなります。本

区のスコアは485ですので、全国平均レベルに区分されております。 

 全体的な傾向を確認したところ、社会、理科については観点別正答率において、特に知識、

技能の正答率が全国平均と比較して低い傾向が見られます。英語につきましては、全学年にお

いて全国平均をやや上回っております。外国人講師や学力向上推進ティーチャーも活用しなが

ら生徒自身が自分の考えを英語で伝え合う機会が非常に増えており、その成果の表われである

と捉えております。 

 次に、児童・生徒に対する意識調査の結果について、学力調査結果との関連を踏まえ、ご説

明いたします。 

 恐れ入りますが、報告書の85ページをお開きください。こちらは児童・生徒の意識調査と学

力調査の関連を示したクロス分析の結果となっています。中段の帯グラフは、質問に対する回

答の構成比を示しております。下段にございますクロス分析の棒グラフは、それぞれの回答を

選択した児童生徒の学力調査の平均正答率を示しております。記載の質問事項、「普段（月曜

日から金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、携帯電話やスマートフォンでＳＮＳや動画視

聴などをしますか（携帯電話やスマートフォンを使って学習する時間やゲームする時間は除き

ます）」において、小・中学校とも携帯電話やスマートフォンでＳＮＳや動画視聴する時間が

少ない、持っていないと回答した児童生徒の方が、教科平均正答率が高い傾向が見られます。 

 続いて、91ページをお開きください。記載の質問事項、総合的な学習の時間では、自分で課

題を立てて情報を集め整理して、調べたことを発表するなどの学習活動に取り組んでいるにお

いて、当てはまると回答した小学校児童の割合は38.2％で、その児童の平均正答率は75.2％と

なっております。学力上位層にある傾向が見られます。これは中学校でも同様の傾向がござい

ます。本質問事項は、学習の自己調整に関わるものでございます。学習の自己調整は学力向上

に不可欠な要素であり、学習者が主体的に学習に取り組む姿勢を育む上で重要です。単元や題

材の中で児童生徒自身が学習の調整を行う場面を設定し、主体的に学習に取り組む態度を育む

ことができるよう、引き続き各校への指導、助言に努めてまいります。 

 現在、各校では、授業改善推進プランを作成しているところでございます。各校に対しまし

ては学力調査の結果を分析する際は、全国や台東区の平均と比較するだけではなく、児童生徒

一人一人の成長や課題についても丁寧に分析すること、また数値だけではなく、１学期の児童

生徒の日常的な学習様子等も踏まえること等を指導しております。調査結果を指導に生かし、
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質の高い授業の実現につながるよう、今後とも各校の取組を支援してまいります。 

 報告は以上でございます。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 望月委員。 

◆望月元美 委員 総合学力調査のこのように結果が出たところでちょっとお伺いしたいんで

すけれども、どうしてもこの表を見ますと理科の全国と区のほうで考えるとどうしても差が出

てしまう。これが今回だけではなくて、遡って令和４年から見ましても、どうしても理科のそ

のポイントがどうしても低くなってしまっている、この状況についてはどのように捉えていま

すでしょうか。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 今、委員がおっしゃったように、全国平均と比べるとやはり黒三角とい

うことになっておりますが、例えば中学校１年生以外の前年度よりも全国平均の差が縮まって

いるという改善が見られます。また、中学校１年生は全国、全教科において前年度を下回って

いるというところもありますが、そういったところについては３割の児童が台東区立中学校以

外に進学しているということも考えられると考えております。 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 やはりその、もちろんこの数字だけでその全部が評価できるわけではない

と思っているんですけれども、もともとやはり理科というのはなかなか数字に表れないという

ところがあります。平成21年のほうに多分、理科支援員のほうを配置していただいた経緯があ

って、今現在だと、その19校の小学校のうちの10校、理科支援員が配置されているというのは

認識しています。その中で、少しでも子供たちの理科離れをなくそう、やはり充実した理科の

実験だったり理科の授業をしてもらうというところで、私が議員になったもう15年ぐらい前か

らその理科離れということがもううたわれています。そういうことを見ると、なかなかやはり

そういうところで、この数字の差が埋まらないということをちょっと考えると、今後どのよう

にしていこうと思っていらっしゃいますでしょうか。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 やはり、先ほども言いましたように、この学力調査については授業改善

につながるということを続けていくということを行っていきたいと考えております。また、理

科支援員の活用というのもやはり効果的だというふうに思います。様々な実験の用具ですとか

教材の準備等に力を発揮していただきながら、教員の本来、子供たちに伝えるべき指導の内容

というのが充実したものになっていくと考えます。また、中学校については、やはり学力推進

ティーチャーですとか、あとはタブレットの活用ということを、効果的に活用しながら学力向

上に努めていきたいと考えております。 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 ぜひ今後とも、この課題はなかなかすぐに好転すると思えないので、しっ
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かりと進めていただきたいと要望しておきます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 この共通テストは、私たちずっとこんなに子供たちに負担を強いるようなテ

ストを重ねるべきではないという立場は変わりませんし、やはり単元ごとというのかな、科ご

と、その進捗ごとにテストは学校で通常に行われているわけで、どうしてもこういうので全国

平均とか台東区順位、全国での台東区の状況とかいう比較が見えてしまうと一喜一憂したくな

ってしまうところがあると思うので、子供たちには本当に学びの、純粋に学んでほしいし、純

粋に体動かしてほしいしというところでは、そういう視点でやっていただきたいなと思います。 

 ちょっと１つ気になったのは、先ほど86ページでクロスアンケートのことの説明がありまし

たが、小・中学校ともに携帯電話やスマートフォンでＳＮＳ動画を視聴する時間が少ない、ま

た持っていないと回答した児童生徒が、教科平均正答率が高い傾向に見られるというふうにあ

るんですけれども、もう今、子供たちはスマートフォンを持っていなくても学校で貸与されて

いる、個人で貸与されているタブレットパソコンがあるわけで、それはこの設問の中には入っ

ているんですか。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 入っていると認識しております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 入っているのであればＳＮＳを、単純に言えばインターネットでそういうＳ

ＮＳや動画視聴している時間が多い子供は比較的、学力が追いつかないというふうに読み取れ

てしまうんだなというのも分かりました。今、子供たちの状況を見ると、本当、暑い真夏は外

で遊ぶというのはあり得ないので、室内でタブレットというのはありな時代になったんだなと

いうふうには思うんですけれども、先ほどのスポーツの話ではないですけれども、やはり学力

と体というのは両方備えてほしいものでもありますので、文武両道という言葉がいいのかどう

かは別としながらも、学力と体力と両方とも備えた子供たちになってほしいなと思います。以

上です。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 今、鈴木委員からアンケートの設問の、資料でいうと60ページの（６）

について、１日当たりどれぐらいの時間、携帯電話やスマートフォンでＳＮＳや動画視聴など

をしますかって設問について、先ほど課長からも説明のあったクロス分析に反映されているね

って話があったと思うんですけれども、私この設問見たときに、携帯電話やスマートフォンと

いうような設問にしてしまうと、いみじくも先ほどおっしゃったようなタブレットとか、うち

の子供はタブレットで見るんですよ、タブレットで、なのでタブレットって書いてあげないと、

何か携帯電話持っていないしみたいなふうに逃げてしまう人が絶対、個人的にはいるんじゃな

いかと思って、先ほど課長がそれも入っているんじゃないかなとおっしゃっていましたけれど、

何か、本当はもうちょっと設問工夫していただきたかったなと思うんですが、その点について

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－35－ 

は、一応、どのようにお考えでしょうか。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 やはり子供たちに誤解なくといいますか、きちんと伝わるような、また

日頃からなじみのある言葉ということで伝えて質問、設問を設けていく必要があると思います

ので、そこについては今後考えていきたいというふうに思っております。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 すみません、ちょっと訂正をさせていただきます。 

 86ページの項目については、タブレット等は入っておらず、携帯電話やスマートフォンを使

っているというものでございます。その前の85ページについてはＩＣＴ機器ということで、あ

あ、タブレットなどの、あっ、ＩＣＴ機器をということで、こちらにタブレットが入っている

ということでございます。訂正いたします。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 ありがとうございます。趣旨としてはお分かりいただけたんじゃないか

と思うので、繰り返さないんですけれども、ちなみにこのアンケートというのは、テストは全

国共通だと思いますが、アンケートも全国共通ということでよろしいんでしょうか。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 この内容については、この業者で行っている総合的な台東区の総合学力

調査で行っているものであって、国のものとは異なっております。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 分かりました。であれば、文言などはより実態に近いような形で、工夫

余地はあると思いますので、ご検討いただければと思います。以上です。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 今の部分なんですが、このアンケートのやつ見ると、設問の78ページを見

ると、台東区独自調査って入っているんですよ。だから私てっきりこの78ページ以降は台東区

独自調査だけれど、それより前のものは何か統一的な基準でやっているんじゃないかと思った

んですが、それは、それ、台東区独自調査より前のものも台東区独自なんですか。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 大変申し訳ありません。この業者が持っているものであって、この、先

ほど委員から言っていただいた台東区独自調査については台東区ならではございます。 

○委員長 そうすると、すみません、先ほどの木村委員からの質問のところは、ＳＮＳを見る

のはタブレットで見る場合もあるみたいなところで、そこの文言は変えられないということな

んですかね。 

 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 そこについては再度ちょっと確認をさせていただいて、変えられるとこ

ろについては変えていくというふうに考えたいというふうに思います。 
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○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 大変申し訳ありません。今、委員おっしゃったページよりも前のところ

については、前年度の全国学力調査を参考にして作成しているものだというところなので、基

本的にはこの項目になります。台東区の独自調査というところについてはもう台東区独自です

のでここについては修正が、子供たちの実態を踏まえた調査を取っていくということは可能と

いうことでございます。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 分かりました。その上で、台東区独自調査の部分についてちょっと伺いた

いと思うんですが、非常にいい数字が出ているなと思ったのは、79ページになりますか、51の

設問で美術館や博物館などに行く、これは台東区ならではの高さなのかなと思っていますが、

よく行く、どちらかといえばよく行くを合計すると、小学校４年生ではもう62％なんですね。

これはこの恵まれた環境の中でこういった美術館や博物館に足を運ぶ機会が非常に多い子供た

ちがいるんだなということがよく分かります。その一方で、中学生入ってくると確かにいろい

ろなことで忙しくなるんでしょうけれども、すごい減ってはいるんですが、それでも中学２年

生で25％達しているので、これは台東区ならではの特性が非常に出ているのかと思います。 

 その一方、それと、その次のページに行って、学校の決まり等いう部分が結構設問で幾つか

あるんですね。それで、学校の決まりは必要はというふうに答えている子供たちが、児童生徒

が85％、これは中学生だったかな、いる一方で、56番、学校の決まりの中に不要なもの、実態

に合わないものがあると思う、これが70％以上になっているんですね。これから考えると、決

まりは必要だという意識を持っていながら、今、実際、自分が置かれている状況に対しては、

やはりおかしな不要なものがあるって考えているということは、これは結構な統計といいます

か、データが出ていると思うので、この学力とかとはちょっと関係ない部分かもしれませんが、

これはその各学校に対しては何らかのこの数値を示した上で対策を取っていただきたいなとい

うふうに思いますが、この台東区独自調査の結果に対しては何かありますか。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 今、委員おっしゃっていただいたように、やはり区の施設の有意性とい

いますか、そういったものがあるところはこれからも大事にしながら、その中でやはり実際の

学んでいることと結びつけた学びというのが図られていくということを大事にする取組という

のをこれからも進めていきたいというふうに思っております。 

 また、学校の決まりについては、やはり各学校での見通し等の方法ということでは、子供た

ちから意見を、意見箱を設置して、生徒からの意見を生徒会が集約して、協議して、年間を通

して見直しを行っていったりということもやっているところあります。ですが、やはり十分と

は言えないところがありますので、ぜひそういった子供たちの意見というのを大事にしながら、

学校の教育活動が進められるようにということで指導してまいりたいというふうに思います。 

○委員長 青柳委員。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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◆青柳雅之 委員 ありがとうございます。 

 続きまして、これはその全国規模のやつ、ところになるんですが、スマホで動画とかＳＮＳ

を見ている時間というところがどこかにあったんだよね、設問で。これ、つい先日、どこかの

自治体がスマホ条例２時間とかいうのをつくったのを、何をやっているんだなというふうに思

いましたが、やはりこのデータを細かく見ると、１日に４時間以上、これ自己申告だから実際

どうかは分かりませんよ、半分流しながら見ている時間もあるかもしれない、４時間以上が

18.8、３時間以上を合わせると33％超えていて、２時間以上を足すともう半分以上ですよね、

動画。これを、さらにそのどこかで見ましたが、クロス統計見ると、それ学力とも的確に結び

ついていると、もう時代なのかなと思いつつも、行政としてあそこまでを条例をつくらなけれ

ばいけなくなったその背景も何となく分かるかなと思いますが、とはいえ、今いろいろな動画

があって、単なる面白動画だけじゃなくて、結構、学習動画だったり、理科の実験みたいな動

画だったり、いろいろなのがあるので、そういう意味では興味関心の幅を広げていくというふ

うにうまく結びつけばいいのかなと思うんですが、その辺りですよね。一くくりにその動画と

いうのはまとめられないのかなというふうには思っています。 

 その上で、先ほど望月委員からも出たんですが、理科の部分ですね、これは本当に以前から

台東区の子供たちが抱えているというか、台東区の教育の課題なんですが、これは17ページに

なるんですかね、理科の４年生の回答率、領域別正答率というのが出ていて、これを見ると、

物質とかエネルギーに関する設問に関しては全国平均並み、その一方で生命とか地球、これい

わゆる生物とかそちのジャンルだと思うんですが、そこがやはりちょっと弱いということにな

っていて、そのいろいろな課題になる、課題の見られた小問とかをその後、中学校とかを見る

と、やはり自然環境とか動物とか生物、植物に触れ合う機会がやはり少ないことが一つの原因

になっている部分ってどこかにあるんじゃないかなと思いますが、その点いかがですかね。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 実際に直接、委員おっしゃっているようなところとのつながりというこ

とについては調査を取ったわけではないので、それが直接つながっているとは言い難い部分が

あると思います。ですが、やはりそういった経験と学びというのがつながっていくというのは

とても大事なことだというふうに考えますので、これからもやはり、例えば様々な、霧ヶ峰移

動教室ですとか林間での学習ですとか、自然との体験を学ぶ際に、やはりその意義とか目的と

いうのをしっかりと改めて確認する中で、授業の中にもそういった経験と結びつける学びとい

うのを行っていけるようにしていきたいと考えております。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 この課題を現場の先生とか授業の改善とかだけでやろうとしても、今まで

の実績というか経過を見てなかなか難しいということで、やはり子供たちが学んだり、ふだん

生活する環境をやはり、教育委員会だけじゃなくていろいろな部署と連携して変えていったら

どうかなと思うんですね。例えば、区長、花の心、一生懸命やっていますが、学校の植栽とか
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学校の周辺のいろいろな植物の管理とかって、何か以前に比べると大分雑になっているんじゃ

ないかなというふうに感じています。 

 あるいは、学校と隣接するような公園ですね、こういったところの植栽だとかそういうこと

もやはり、これ現場、学校の先生たちの課題にするだけじゃなくて、台東区全体でこうした公

園とか緑とか、あるいは花の心とか、そういったところを整えていく、これが回り回って子供

たちの学力につながっていくようなことになるんであれば、ここは予算割いて力入れていくべ

きだと思いますが、こういった議論にぜひ発展していただきたいと思うんですが、いかがです

かね。施設なのか自治法なのかちょっと分からないんですけれど。本当トータルでやったほう

がいいと思いますよ。確かに農村部とか山間部とかの子供たちは毎日が自然ですよね。その環

境をつくれとは言いませんけれども、今やはり昔に比べると本当に学校の周りに植わっている

植栽とか、この夏もあって随分枯れたりとか、あるいは、雑草の生えていくのを観察するのも

一つの理科かもしれませんけれども、結構、雑草がぼうぼうだったりとか、前の直営の用務員

さんのときは以外とそういうところも含めて丁寧に管理されていましたよ。何か今、忙しいの

か分からないけれど、そういうところが大分違うんですね。台東区の場合は、お寺とかは本当

に植栽管理されているじゃないですか。同じ学区域の中でも学校施設や区の施設のそういった

ところは何か大分ちょっと差が出てきているのかなと思うんですが、この辺りはどうですかね。

学校の管理、施設課なのかな、教育の管理。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 まず、委員おっしゃっていることについて、学校でできることについて

は学校の中でまたやっていきながら、また関係するところとも連携しながら、どういったこと

が可能なのかということは考えていきたいというふうに思っております。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 私はこの問題を学力の平均値とかを一々一喜一憂したりとか、それによっ

て学校の先生のやることがこれで変に増えたりとかいうほうには絶対行ってほしくないんです

ね。じゃあ何ができるのかって考えたときに、今の自然環境とか、花の心とか、これを充実し

ていくことによって、めぐりめぐって理科の平均値が全国平均に近づいていく一つのきっかけ

になるんであれば、そういったところは教育委員会、じゃんじゃんやるべきだと思うんですよ、

いかがですか、どうですか。施設課なのかな、次長がまとめてくれるのかな。なかなか答えら

れないんだったらいいです。 

 じゃあ、最終的に申し上げると、私の個人的な意見にもなるんですが、今回の委員会ではあ

まり学力調査の平均値がどうのこうのって話はなかったと思うんですが、台東区の子供たちは

ある意味、お勉強だけじゃなくていろいろな経験をする機会ってすごい恵まれていると思うん

ですね。今、経験の格差みたいなこともすごい課題になっていますが、そのまちの歴史であっ

たりとか、地域のコミュニティの強さであったりとか、あるいは伝統的な文化がいっぱい残っ

ていたりとか、あとは、その地域も含めて子供たちを巻き込む行事が非常に多かったりとか、
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そういったことというのは、ほかの地域だったりとか私立の学校ではなかなか経験できないこ

とがこのまちには、この台東区にはあふれていると思いますので、やはりそういったところに

こそ台東区の教育の軸足をぜひ置いていただいて、今後の教育も充実をしていただきたいなと

いうことですね。あとは、その緑の環境を整えることが、その理科の学習のステップアップに

少しでもつながるんであれば、そういったところに予算をぜひ割いていくこと、この２つを要

望して終わります。 

○委員長 弓矢副委員長。 

◆弓矢潤 副委員長 １点、ちょっと気になったところがありました。62ページ、63ページに

なるんですが、まず62ページ、（10）番の先生は、あなたのよいところを認めてくれていると

思うという、こちらです。当てはまる、どちらかといえば、当てはまるというところを合わせ

ると両方とも80％超えています。いろいろな調査でも85を超えるとすごく合格点というか、い

うふうに捉えるんですけれど、その次の63ページの（14）番、困り事や不安があるときに、先

生や学校にいる大人にいつでも相談できるというところなんですが、こちらは相談できないと

いう割合が、できない、当てはまらない、どちらかといえば、当てはまらないというのが30か

ら40％あります。ここと、この両方が合わさるかどうかってまた別の問題ですし、同じ人が同

じような回答とも限らないんですが、ただ、今、不登校もすごく増え続けておりますし、いろ

いろな問題というのがやはり課題にはあると思うんですが、その中で、この認めてもらってい

ないなって、感じている人が15％ぐらいいて、その人たちが学校で悩んでいるときに本来相談

したい先生や様々、そういう学校の人たちに相談できなかったって考えたときに、やはりそこ

から不登校になったり、自分だけがつらいというふうな思いになってしまうんだろうなと思っ

たので、この（10）番のところに関しては85％当てはまるから合格ということではなく、こち

らに関してはもう100％を目指すというか、もう本当に細かいところかもしれないんですけれ

ど、そこを突き詰めていくというのがやはり教員としてすごく大切なことであると思います。

これは教え方がうまいとか、そういういろいろな、先生として磨いていくところもあるんです

けれど、人間的な魅力というか、認めてくれる、話を聞いてくれる、そういうところがこうい

うところにつながると思いますので、こちらは要望になるんですけれど、ぜひここ追求してい

ただきたいなと思います。 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

 ここで昼食時となりますが、あと２つなんですね。結構皆さん、委員の皆さん、やっちゃっ

ていいですか。そんなに多くないですか。 

          （発言する者あり） 

○委員長 はい。では、ちょっと長くなってしまいますが、理事者の皆さん、適宜、外に出る

ことももちろん大丈夫ですので、必要なときに出ていただいて、お手洗いなど行っていただけ

ればと思います。 

          （「行けないよな」と呼ぶ者あり） 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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○委員長 でも委員長が許可すれば行きやすいかなというところがあります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、学びのキャンパス台東アクションプラン・台東区学校教育情報化推進計画に

ついて、教育改革担当課長、ご報告願います。 

 教育改革担当課長。 

◎増嶋広曜 教育改革担当課長 それでは、学びのキャンパス台東アクションプラン・台東区

学校教育情報化推進計画についてご説明いたします。 

 資料５をご覧ください。項番１、達成状況についてでございます。（１）評価の基準につき

ましては、資料に記載している基準に基づきまして、達成、半数以上達成、未達成の３段階で

評価しております。 

 （２）、まず、学びのキャンパス台東アクションプランでございます。令和５年度から令和

７年度までの達成状況について、現行計画のうち再掲を除きました196の取組についてまとめ

ましたのがこちらの表でございます。令和７年度の達成状況につきましては、各担当課の見込

みを基に評価いたしました。表の下から２行目、合計をご覧ください。全196の取組のうち達

成は163、半数以上達成は７、未達成は26でございます。達成と半数以上を合わせて達成率は

86.7％でございます。なお、各取組の達成状況につきましては、４ページ以降の集計表に別添

としてまとめておりますので、こちらは後ほどご覧いただきたく存じます。 

 恐れ入りますが、２ページをご覧ください。未達成の26の取組のうち、今年度も未達成と想

定される教育委員会の取組を中心に掲載いたしました。各未達成の理由につきましては、表の

右の欄のとおり、各事業担当課が評価しております。番号１の生活指導・健全育成指導の充実

と番号５、校園長研修会につきましては、学校の働き方改革により内容や方法の見直しや精選

を行った結果、目標とする回数を減じたこと、番号２、学校園ＩＣＴコンサルティングサービ

スにつきましては、新たな取組であるＩＣＴ支援員の派遣により本取組の派遣実績が減少した

こと、番号３のジュニア駅伝大会につきましては、新型コロナの影響等による申込者が減少し

たこと、番号４、学校安全ボランティアにつきましては、共働き家庭の増加、現ボランティア

の高齢化など、社会的状況の変化による登録者数が減じたことがそれぞれ未達成の理由と捉え

ております。 

 次に、（３）台東区学校教育情報化推進計画でございます。こちらにつきましても今年度が

計画の最終年に当たるため、計画事業の達成状況の報告となります。別添２と併せましてご覧

ください。本計画につきましては、新型コロナの影響から、児童生徒への１人１台端末の配備

が前倒しされましたＧＩＧＡスクール構想の第１期に当たります令和４年３月に４か年計画と

して策定し、表に示しました７つの基本方針に対しましてそれぞれ推進目標を設定し、取り組

んでまいりました。結果の報告としましては、全て方針についてその推進目標を達成している

ところでございます。しかしながら、この間、文部科学省より教育ＤＸに係る当面のＫＰＩと

して、クラウドサービスや生成ＡＩの活用などの数値目標が示され、これまで以上に教育の情
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報化に推進していくことが求められている状況でございます。事務局といたしましては、これ

らの課題に対応すべく、現在進めている新しい時代の学校づくり、ＴＡＩＴＯフューチャース

クール事業をはじめ現在の取組を整理し、次期計画の改善や充実に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 恐れ入りますが、資料の３ページをご覧ください。項番の２、学びのキャンパス台東アクシ

ョンプラン（令和８年度から10年）の策定状況についてでございます。次期計画につきまして

は、現在、庁内の策定検討会及び作業部会におきまして掲載する事業の検討を行っているとこ

ろです。なお、台東区学校教育ビジョンの改定は行わないため、計画の体系図につきましては

現行計画と同様とする予定でございます。策定に当たりましては、７月から８月にかけて実施

した子供の意見聴取を活用するとともに、学校教育情報化推進計画を包含して作成してまいり

ます。なお、子供の意見聴取につきましては700件弱の回答が寄せられたところでございまし

て、結果や分析につきましては第４回定例会に併せて報告する予定でございます。 

 項番３、今後の予定でございます。本年第４回定例会の本委員会で次期計画の中間まとめ、

こちらの報告をいたします。その後、パブリックコメントを取り、令和８年度第１回定例会の

本委員会に計画の最終案の報告を行いまして、３月に計画の策定となる予定です。 

 説明は以上でございます。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 １つ、中身的なところで恐縮なんですけれども、横長のところの15ページの

上から３段目か、個人の性的指向や性自認に対する校内体制の確立というのがあるんですけれ

ども、具体的にこの校内体制の確立、どういうことなんでしょうか、ちょっと教えてください。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 お答えいたします。 

 こちらについては、性的志向や性自認に関する本人やその保護者からの申出に応じて、校内

における相談及び支援に対する体制の充実を図るということで取り組んでいるものでございま

す。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 具体的には、例えばその相談体制の確立ということなので、外部からそうい

う人員が来て相談受けているのか、もしくは学校内で現在いる先生たちが、保健室も含めてで

すよ、そういう相談体制を確立しているのかというの、ちょっとその辺教えてください。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 実際にそういった相談を受けた場合、その相談を受けた者だけで抱え込

むことなく、組織的に対応に取り組むということが重要であります。校内の委員会等、また関

係機関を含めたケース会議等を適宜開催しながら対応しているというところでございます。 

○委員長 鈴木委員。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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◆鈴木昇 委員 分かりました。先ほどの１個前の案件の子供たちからの意見として、言いに

くいというのもやはりあるというのは一定数が見えていますから、それも含めて、やはり自分

たちが発信ができる、自分たちも議論ができる、校則の問題などをね、それやはり民主主義の

基本だと思いますので、そういう基本的なところ、学べる体制、また自分の意見、自分のこと

が発信できる、言うことができる、そういう学校にしていただきたいなと思いますので、よろ

しくお願いいたします。以上です。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 このキャンパスプランニングは非常によくできた取組だと思いますし、ト

ータル的にはもっと充実していただきたいなということを思うんですが、今度、改訂版が、こ

れからやるということですね。その中で、ぜひ、ちょっと気になっている点は、この目標です

よね、目標の中に結構その具体的な人数とかを書いているものもあれば、実施とか推進とかい

うところで、毎年、実施実施実施、達成みたいなのって、何か努力した部分が見えない部分も

あるんじゃないかなというふうに思うので、何か変に縛るという意味よりかは、実際のいろい

ろな努力が分かりやすいような目標を、あえて高いハードルを設定するのもありなんじゃない

かなと、何かどうしても数値目標を掲げると未達成だったときの、何かペナルティみたいなの

が怖くて、なかなか数値目標出せないっぽいんですが、そういう意味じゃなくて、やはりやっ

ている実績をもっと分かりやすいようにしたほうがいいんじゃないかなというふうに思うんで

すね。 

 例えばというわけじゃないんですが、私が大好きな、ここには郷土資料の収集とかもあるん

ですよ。じゃあ、これも、保存・収集、これも何か実施実施でずっと来て、達成ってなってい

るんですが、これがじゃあ実際どんな学びに結びついたりとか、どんな成果を上げているのか

って、やはりもっと分かりやすいようにしたいし、あとは、場合によってはこういったものっ

て予算化なかなかされづらいものなので、もっと頑張ったほうがいいんじゃないかなというふ

うに思うんですが、これ図書館になっちゃっているんだよな、所管が。図書館、今日来ていま

すか。あっ、いた。これ、郷土資料の収集・保存は、この間、実施というふうにしかなってい

ないんですが、どんな学びアクションプランというんですか、学校の教育にどんな形で取り組

んできたのか、分かったら教えてください。 

○委員長 中央図書館長。 

          （「何ページだったかな、見つけちゃったんだよね。その下にある歴

史・文化検定、この辺は結構分かりやすい成果が多分出るんだと思うんですけれど。これだ、

11ページ」と呼ぶ者あり） 

◎穴澤清美 中央図書館長 お答えいたします。 

 アクションプランの郷土資料の収集・保存・活用がどう学校の授業に結びついたかというと

ころでよろしかったでしょうか。 

◆青柳雅之 委員 はい。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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◎穴澤清美 中央図書館長 はい。現在、中央図書館の郷土資料室では、郷土資料に関する収

集ですとか、様々なものを保存しております。それについて、子供たちに台東区の郷土資料を

どう伝えていくかというところは郷土資料室のほうでも課題としております。現状どう結びつ

いているのかといいますと、図書館に学校のほうで図書館のほう、訪問していただいたときに、

子供たちに館内を見学してもらう中で説明をしたりといったことをしております。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 分かりました。ごめんなさいね、予告なしで質問しちゃったんで。いろい

ろ、つるし上げているわけじゃなくて、もっとやってほしいなという意味で、多分、図書館訪

問したときにということだと、あそこ、３階だったかな、ですよね。 

◎穴澤清美 中央図書館長 郷土資料室ですか。 

◆青柳雅之 委員 うん。 

◎穴澤清美 中央図書館長 ２階です。 

◆青柳雅之 委員 ごめんなさい、郷土資料室のあの図書館のコーナーじゃなくて、多分この、

あれじゃないの、３階のいろいろな埋蔵文化財の展示のコーナーあるじゃないですか、あそこ

のことじゃないんですか、あそこは活用していないんですか。 

○委員長 中央図書館長。 

◎穴澤清美 中央図書館長 図書館が管轄している郷土資料室というのは、２階で図書館内に

あるものです。３階の埋蔵文化財については生涯学習担当のほうで担当しているところになり

ます。 

◆青柳雅之 委員 分かりました。２階の郷土資料室、確かにありますけれど、あそこ……。 

○委員長 青柳委員。 

 ごめんなさい、青柳委員、指名していなかったので、指名しました。 

◆青柳雅之 委員 はい。あそこなかなか大人向けの資料多いですよね。展示、特別展という

か企画展、結構やっていますので、ああいったところの活用はやはりしっかり図っていただき

たいなという思いも含めて、ぜひ、その実施とかだとなかなか分かりづらいので、年に何回に

訪問とかですかね、今の話聞くと、図書館に実際、子供たちが来ているということであれば、

そのぐらいの高い目標掲げてやっていただきたいなと、この項目だけじゃなくて、ぜひお願い

したいと思います。この辺にしておきます。以上です。 

○委員長 中央図書館長。 

◎穴澤清美 中央図書館長 では、最後に、今回、郷土資料室、新しいリニューアルすること

になっております。その中の課題の一つとして、子供たちに郷土資料を伝えていくということ

も持っておりますので、しっかり検討してまいりたいと思います。 

◆青柳雅之 委員 はい。すみません、突然ありがとうございました。 

○委員長 教育改革のほうかな。 

 教育改革担当課長。 
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◎増嶋広曜 教育改革担当課長 今、青柳委員ご指摘の最初の数値目標等についての扱いにつ

いて、現状のところでお伝え申し上げます。今、次期が策定している中で、重点となる事業、

取組をピックアップしていこうというようなところで、より、教育ビジョンの最終の３年間に

も当たりますので、そこのところを少しでも重点にしていくと、そういったところで数値目標

していくというふうなところも、この後、委員会等でも検討しながら進めてまいりたいと思っ

ております。以上でございます。 

○委員長 では、ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、台東リバーサイドスポーツセンター陸上競技場の整備について、スポーツ振

興課長、報告願います。 

 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 それでは、教育委員会の６、台東リバーサイドスポーツセンタ

ー陸上競技場の整備についてご説明いたします。 

 資料６をご覧ください。初めに、項番１、これまでの経緯です。陸上競技場は、令和２年度

に大規模改修基本計画を策定しましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け計画を

延期いたしました。その後、５年度より大規模改修に向け設計を行ったところ、防水対策やバ

リアフリー化などに課題があることが判明したため、６年度に整備方法を改修工事から改築工

事へ変更いたしました。 

 次に、項番２、令和７年度の対応です。今年度は、現状の施設の課題整理、利用者ニーズや

意見等を把握するためのアンケート調査を実施し、改築工事に向けた基本計画を策定いたしま

す。 

 次に、項番３、陸上競技場の現状と課題です。陸上競技場のそれぞれの機能であるトラック、

フィールド、観客席、諸室等について、現状と課題を整理いたしました。まず、トラックやフ

ィールドについては経年劣化が進んでいること、観客席については屋根がなく、熱中症対策が

不足していること、トイレのバリアフリー化が進んでいないことなどが課題となっております。

２ページをご覧ください。諸室等については、老朽化による棟内への漏水やカビのひび割れを

はじめ、給排水設備や空調設備の耐用年数が超過しているなどの課題がございます。 

 次に、項番４、利用者アンケートです。本年５月から６月にかけ、区立小・中学校、スポー

ツ協会加盟団体、一般利用者へアンケート調査を実施いたしました。表に記載の内容が主な意

見となりますが、区立小・中学校からは、観客席への屋根の設置やフィールドのバックストレ

ート側やサイド側への観覧スペースの設置、スポーツ協会加盟団体からは、日本陸上競技連盟

が公認する競技場にすることや、夜間利用のための照明設備の設置、一般利用者からは、トイ

レ機能の拡充などの意見がありました。 

 なお、公認の陸上競技場としては幾つかの種類がありますが、200メートルの陸上であって

も走路の直線や曲線の距離や１レーンの幅などの基準を満たすことで４種ライトという公認が
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取れますので、その基準を満たした公認の陸上競技場にしたいと考えております。 

 アンケート結果の詳細については４ページ以降の別紙１に記載しておりますので、後ほどご

確認ください。 

 ３ページをご覧ください。項番５、改築工事の基本的な考え方です。陸上競技場内の各箇所

では老朽化による劣化が著しく、機能低下が課題となっております。特に観客席にある建物で

は、躯体への漏水が課題であるほか、一部、バリアフリー法の基準不適合な箇所がございます。

また、陸上競技場に隣接するテニスコートや野球場の人工芝も摩耗が激しいほか、フェンスが

低いため飛球による事故が発生しております。このため陸上競技場の改築工事に当たっては、

隣接するそれぞれの屋外施設についてもアンケートで寄せられた意見を考慮し、機能拡充を図

りながら、快適かつ安全に利用できるよう、以下の３つの視点により整備を進めていきたいと

考えております。 

 初めに、視点１、誰もがスポーツを楽しめる環境整備として、観客席への屋根の設置や、夜

間照明を新設し、機能の拡充と利便性の向上を目指してまいります。 

 次に、視点２、誰もが利用しやすい施設として、ユニバーサルデザインに配慮するとともに、

防球ネットのかさ上げなど、安全性に考慮した施設を目指してまいります。 

 次に、視点３、環境負荷の低減に配慮した、持続可能な施設として、施設の耐久性や維持管

理コストに配慮するほか、環境負荷に配慮した建設資材を使用するなど、環境負荷の軽減を図

る施設を目指してまいります。 

 次に、項番６、今後の予定です。令和８年第１回定例会にて改築工事の基本計画案を報告し、

令和８年度から９年度に改築工事の設計、また９年度末より解体工事に着手し、10年度から11

年度に改築工事を実施いたします。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 望月委員。 

◆望月元美 委員 この陸上競技場の整備については、令和元年の一般質問でやはり老朽化に

伴っての改修をしてほしいという要望からすぐに、令和２年度には基本計画を作成していただ

いた経緯がこちらに書いてございますが、やはりそのコロナがあり、改修から改築ということ

で、やっと今年度、基本計画を策定ということの流れですけれども、そこの中でお聞きしたい

んですが、実際、建物の規模は既存の建物と変わらないのか、地上２階、地下１階という形で

合っているんでしょうか。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 このたびの改築工事はあくまでも大規模改修から改築工事の整

備の手法でありますので、競技場や観覧席の規模などは現在の同様の大きさと考えております。 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 それと、利用者のアンケート調査を行っていただいたのはとてもよかった
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と思っております。これがどれぐらい反映されるのかお聞きします。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 様々な意見をいただいてございます。現在もスポーツ協会の各

競技団体様とも調整をしてございますが、先ほど報告させていただきました日本陸連さんのこ

の公認の陸上競技場には公認が取れるよう、この４種ライトといったところを目指してまいり

たいというふうに考えております。 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 ぜひ、やはり多くの利用者の方が納得するような、せっかく改築して新し

くなるものですから、しっかりと進めていただきたいと要望して終わります。以上です。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 ４種ライトって最初見たときに、何か４種類のライトなのかなと思ったら

全然違くて、１種からずっとあって４種まで、これが今までの基準だったのが、さらにそれを

勘案して４種のライトということで、よりその公認競技場の仕様の基準が下がったみたいです

ね、2022年に。なので、そこを目指すというのはすごいありがたい話なんですが、これやはり

投てき場は造らなければいけないのか。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 跳躍と投てき場は造る必要がございますが、その中でも走り高

跳び、走り幅跳び、砲丸投げの３つにつきましては必須となります。４種ライトにつきまして

は。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 今まで砲丸場ってあったんですか。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 はい、ございます。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 あるんですか、それだったら、分かりました。ありがとうございます。じ

ゃあそうすると大分ハードルが下がったということですので、ぜひこの公認競技場の一番規制

の少ないカテゴリーの４種ライトに向けていろいろな調整をしていただきたいと思います。以

上です。 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 委員長、スポーツ振興課長。 

 答弁の訂正をお願いいたしたく、よろしいでしょうか。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 先ほど令和７年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価に対する質疑の中で、青柳委員に対しまして、幼児運動教室といったものはスポー
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ツ振興計画にはのっけていないということを答弁させていただきましたが、今回の指標の点検

の評価には載っていないものあって、契約上はのっかっておりますので、訂正しておわびいた

します。 

○委員長 理事者からの報告は、以上であります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 以上で、本日予定されたものは、全て終了いたしました。 

 その他、ご発言がありましたら、どうぞ。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 これをもちまして、区民文教委員会を閉会いたします。 

          午後 ０時３１分閉会 
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